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ハガキ

地球温暖化により、数年前から
車運転を止め、出来る限り自転
車を利用している。河川の堤防
上を上流から下流への自転車走
行が夢です。

今後は堤防のところどころに自
転車用の坂道を作って下さい。こ
の道は車輌用でなく、歩行者、自
転車の専用道を作り、どの地域
からでも（坂道の数は多い方が
良い、とにかく健康に良い）自転
車で堤防の道へ上り、自転車走
行を楽しむことができる。

ご意見ありがとうございます。
水辺のふれあい拠点や河川利用施設、沿川

の名所・旧跡等を結ぶ、遊歩道、散策道、サイ
クリングロードなどの整備を推進し、川と人と
のふれあいネットワークを構築していきます。

また、川と人とのふれあいの増進のため、引
き続き、地域のニーズの把握に努め、水辺の
ふれあい拠点の整備に関する計画の追加・見
直しを行い、順次整備を行うこととしています。

第3章第2節第3項
2(3) 河川利用・水
面利用の適正化

メール

木曽川水系河川整備計画に関す
る意見と要望

この整備計画は、木曽三川地
域全てに対等・平等な整備計画
であり、地域の特性を評価反映さ
れ、「治水・環境・維持管理」手法
を現在の 高の知見で検討・計
画されたものと信じております。

今後は、刻々変化する、「地球
環境や社会環境」に応じて基本
計画にとらわれず柔軟に対応さ
せることが重要で、それには、詳
細な整備工程表も必要です。ま
た、今回、未計画の整備区間や、
整備計画の詳細メニューについ
ての継続計画も要望します。

適正で、適格な事後評価の結
果や変更内容等を、常に情報公
開され、また、住民への情報の普
及方法についても、充分に検討さ
れるべきであると思います。

後に、この大計画の推進の
結果が、「地域の安全・安心な社
会と環境の維持」として、住民が
目に見え、肌で感じる整備である
ことを、また、今後も定期的な「懇
談会」の開催を強く希望します。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）は、法令等により、計画

対象期間中における工事の目的、種類及び施
行の場所等について定めることとされており、
整備スケジュールについては、今後、具体的な
事業計画を検討していくなかで対応していきま
す。

また、河川整備計画（案）は現時点の流域に
おける社会経済状況等を前提として策定した
もので、策定後に新たな知見、技術の進歩等
により必要がある場合は、対象期間内であっ
ても適宜見直しを行うこととしています。
情報提供については、広報誌やホームページ
等への掲載を通じて地域住民の皆様に周知す
るよう努めているところですが、情報の普及方
法については、引き続き検討していきたいと考
えています。

なお、ご意見をふまえ、P3-1河川の整備の
実施に関する事項に「加えて、必要に応じ学識
者の知見を踏まえるとともに、地域住民や関係
機関と情報の共有を図りつつ実施する。」と河
川整備計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第2章第2節 整備
計画対象期間
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。
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①市役所土木課で閲覧した、貴
所の木曽川水系・・・（原案）は素
人のわたしには分かりにくいの
で、別紙に私案を書きご送付しま
す。
②知ることの完成は、例えでいい
ますが、学問は、航海で富士山
が見え安心し、港に着いて喜び、
上陸して初めて日本に来た実感
が分かると、同様学問このときも
真に分かったと同じで、木曽三川
も実地に現場にきて、河の姿・岸
部の様が分かり、ここは、どのよ
うなのがベターとわかります。百
聞は一見に如かずです。
③頑強・安全なコンクリートの堤
防に殆ど変わり安全この上はなく
嬉しい限りです。だが、しかし欲
が深いか知りませんが、真夏に
はコンクリートが直射日光で暑く
てたまりません。地球温暖化の
協力も兼ねての提案ですが、

イ．堤防の斜面に蔦などを植え
て直射日光を避ける。

ロ．河の流の水を汲み上げ堤
防上より横にハイプを置き穴をあ
け、水を流し落とす。この場合、
毛細現象か、水車の組み合わせ
か、考えて電気などお金のいる
動力元を使わない工夫をする。

ハ．葦が植えることの出来ない
岸は、細長い樹脂製の箱をつくり
岸に取付、その中に葦を植える
（この場合洪水などでも護岸の勾
配に合わせ上下ができるように
する）

ニ．各市・町・村が河と水の知
識教育に努める。

ハガキ

ご意見ありがとうございます。実施にあたって
参考にさせていただきます。

－
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ハガキ

千本松原を日原の渡し迄つな
げる、そのためには現在の守る
会の活動をパワーアップする支
援が必要です。活動のＰＲとか募
集案内とか広報支援する。

①歴史で語られる松は多々あ
るが後年歴史に語られる松づくり
には意義深いものがある。

②市民力でできる事とできない
事がある。行政においても同じ事
が言える。

③土地は行政が提供し、市民
ボランティアは労力を提供する協
働作業の仕組みづくりが必要で
ある。

④無用の用を知らざれば有用
の要は知りえない。

⑤自然界の環境に対する施策
は百年の計でもって成すことが
常道である。
親水事業の整備はその場へ行っ
て水に触れてこそ真価を発揮す
るもの尾張大橋（木曽川）より下
流部左岸においてそれらしき場
所は整備されたが運用法問題が
ある、堤防道路から進入できない
様に管理されている。もっと開放
的な運用方法が必要です。

ご意見ありがとうございます。
地域の方や関係機関と連携を図りながら適

切な河川整備・管理を実施していきます。な
お、ご意見を踏まえ、P3-1河川の整備の実施
に関する事項に「加えて、必要に応じ学識者の
知見を踏まえるとともに、地域住民や関係機関
と情報の共有を図りつつ実施する。」と河川整
備計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章第1節第3項
3地域住民やNPO
との連携の推進
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

ハガキ

この度、木曽川左岸江南市に
花卉公園が開場した。広くてゆっ
たりのとても素晴らしい所です。
今後益々の充実と規模拡大を期
待してます。名古屋・一宮・岐阜・
春日井等々都市人口の大きな利
用者ターゲットのバックが大きい
割に交通の便の悪い所です。利
用者側の立場からすると、マイ
カーでしか行かれないし、パンフ
レット地図で場所を示されても途
中の道が不安だったり、公共交
通機関からは遠く離れているし本
数も少ないなどの問題がありま
す。

そこで名鉄江南駅から出てる
ユートピア行き乗合タクシーを延
長したり、市町の巡回バスの経
路変更したり、笠松からアクアト
ト・１３８タワー・花卉公園・くすり
博物館ユートピアを巡回する新し
いコースを作るなど来場者の足
の便を確保して下さい。

ご意見ありがとうございます。
おかげさまで木曽三川公園は年間830万人

の方に利用される公園となりました。今後もよ
り利用される場となるよう、関係機関と十分な
協議・連携を図り議論を深めてまいります。

－
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ハガキ

揖斐川右岸、養老町大巻地区
大巻川と五三川の排水機場一

帯は漁協組合員はじめ周辺住民
や遠くは岐阜市や名古屋市から
も人がきてくれる絶好の魚釣り場
です。ところが交通機関の便が
わるく皆さん車でくるため駐車ス
ペースが少なく一部交通に支障
をきたす問題もおきています。

とかく何かとギスギスしたこの
世の中、せめてこの場所で１日の
あいだ心にうるおいを求めて集ま
るこれらの人々のためと住民の
ためにもこの一帯を駐車場付き
の小公園化して頂き、深い自然
に囲まれ、親水を直接肌で感じら
れる野趣豊かな魚釣りや自然観
察とうるおいが得られる場所に整
備して頂きたいです。

ご意見ありがとうございます。
公園等の整備や管理は、市町での対応とな

りますので、いただいたご意見は、関係機関に
情報提供します。

第3章第1節第3項
2(1) 水辺のふれあ
い拠点の整備

ハガキ

揖斐川のそばで生まれて育っ
たものです。小さい時から泳いだ
り、川で魚を釣ったり取ったりして
育ってきました。大切な川です。

もう少し川床を取ってください。
川の流れをよくして下さい。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、必要な河道断面積

が確保されていない場合には、河道掘削を実
施していくことを記載しております。

また、揖斐川では、揖斐川特有の豊かな湧
水・水際環境を保全・再生するとともに、床固
や堰などの構造物や渇水時の瀬切れ等により
失われている連続性を回復し、生物のすみや
すい河川環境を保全・再生することを目標と
し、豊かで多様性に富み、潤いと安らぎのある
木曽三川らしい環境を目指します。

第3章第1節第1項
1(1) 河道掘削・樹
木伐開
第2章第3節第3項
河川環境の整備と
保全に関する目標
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岩屋ダムの運用
  岩屋ダム付近の降雪、降雨量
は計画当時とかなりの変動があ
りＶカット時の回復期における雪
解け水、降雨量が非常に少なく、
ほぼ毎年予測通りの回復が見ら
れない状況であります。この事か
ら、平成１３年には中部地方整備
局、木曽川上流工事事務所、東
海農政局等に可茂用水道利水
市町連絡協議会、木曽川右岸用
水土地改良区連合よりＶカットの
運用見直しを要望しました。

その結果、いろいろ検討されま
したが減電や電力会社の設備の
問題等により見直しはなされず
中呂導水の弾力的な運用が容易
にできることとなりました。

ただしこれには借りた水は返す
こととなり、発電専用貯留量への
振り替えができなくなった場合で
電力会社が損失を被ったとき又
は覚え書きに定めのない事項の
取り扱いについては別途協議す
るものとなっており非常に大きな
リスクを背負った運用となってお
ります。

ダム建設当時のアロケの問題
もありますが、電力会社は水力
だけでなく火力、原子力等代替え
措置がありますが我々水道、農
業用水の利水者にとっては水に
変わるものがありません。

気象状況の変動、農業形態の
変化等により安定した水需要が
図れるよう今一度ダム運用の見
直しを検討されたい。

例えば、Ｖカット回復時における
利水分の貯留ライン上でなく期間
中流入した分は総量利水分貯留
とし早く計画容量まで回復させる
とか、電力会社に負担のかから
ない方法が出てくるものと確信し
ています。

今回の整備計画では既得水利
権の見直しも検討されているよう
ですがこの際電力会社の水利権
も見直しを図り新規利水者の救
済も考慮されることを強く要望し
ます。

メール

ご意見ありがとうございます。
新丸山ダムと木曽川水系連絡導水路の建設

を促進し、渇水時でも河川環境の保全に努
め、水利用でも渇水時の被害を 小限に抑え
るため水利用者相互間の水融通の円滑化、ダ
ム等の総合運用の実施に関わる対策及び節
水対策について関係機関並びに利水者と連携
して推進します。

また、異常渇水による甚大な渇水被害の
小化を図るため、既存の水資源開発施設や木
曽川水系連絡導水路等を 大限に活用する
水系全体の総合運用について、関係機関と調
整し、その実施に努めます。

第3章第1節第2項
3渇水時及び異常
渇水対策

- 5 -

第11回木曽川水系
   流域委員会 資料-2-3



 

ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

河川を自然に回帰させる社会
的要請を受けての新河川法によ
り、木曽三川水系に新規ダムを
建設しないという計画を歓迎しま
す。

河川の連続性の確保の点で整
備計画は「河川の整備と保全」で
もっと力点をおいて欲しい。特に
牧田川の第２０、２３床固の改築
では充分機能する魚道を設置し
てもらいたい。（この計画は２ー３
年で実現を）又、県管理に於いて
も有効な魚道である様行政指導
を願う。

ご意見ありがとうございます。
魚がすみやすい川づくりのため、魚類等の移

動の障害となっている床固、堰について関係
機関と調整を図り、魚道の設置、改善等を推
進することとしています。現在、揖斐川・根尾川
において床固の魚道の改善を実施中です。
今後、牧田川に関しては改修とあわせて検討
していきます。

第3章第1節第3項
河川環境の整備と
保全に関する事項

ハガキ

導水路計画の第一に渇水時の
河川環境の改善をあげている
が、その根拠が疑問。そもそも河
川を水路の様につなげて生態系
をこわす元である。そもそも長良
川に河口堰を作って長良川の生
態系を大きく変えた。国に口にし
て欲しくない。

人口が減っていくこれから第２
の新規利水も必要なし。子供た
ちの負担をふやすだけ。節水と
農業用水の転用などでいくらでも
のりきれる。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のような意見も踏まえて流域委員会で

議論されました。
その上で、木曽川水系連絡導水路は河川環

境の改善及び利水導水のため必要な事業とし
て、節水対策や農業用水などの水利用の合理
化も併せて河川整備計画（原案）に位置付け
ました。その後、学識者や住民の皆様からの
ご意見を総合的に判断して河川整備計画（案）
としています。

ご理解願います。

第3章第1節第2項
2（1） 河川環境の
改善

ハガキ

①水余りの東海地方に新たな水
資源開発は必要ありません。異
常渇水には既存のダム等の有効
活用や水利調整で十分対応でき
ると考えます。
②河川環境の維持・回復のため
にさらなる環境負荷を与える河川
施設（ダム・導水路）をつくること
はナンセンスと考えます。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のような意見も踏まえて流域委員会で

議論されました。
水資源開発基本計画については平成１６年

に見直されており、現時点で見直す必要はな
いと考えております。

河川施設のダム、導水路は水循環系を健全
化する施設です。加えて濃尾平野では異常渇
水時には、地下水取水量の増加により地盤沈
下が発生することからも、河川の維持流量を
回復しておくことが、重要と考えております。

ご理解願います。

第3章第1節第2項2
（1） 河川環境の改
善

ハガキ

ヤマトシジミ等の生息を理由の
１つに木曽川水系導水路計画が
決められようとしていることに反
対です。シジミのことを言うならま
ず長良川河口堰のゲートを上げ
て長良川のシジミを復活させて下
さい。

利水の点でも水余り状態である
ことは明らかであり、ムダな公共
事業はもうやめにして下さい。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のような意見も踏まえて流域委員会で

議論されました。
その上で、木曽川水系連絡導水路は河川環

境の改善及び利水導水のため必要な事業とし
て、節水対策や農業用水などの水利用の合理
化も併せて河川整備計画（原案）に位置付け
ました。その後、学識者や住民の皆様からの
ご意見を総合的に判断して河川整備計画（案）
としています。

又、長良川河口堰は、治水のために必要な
浚渫によって河川に進入する塩水を防止する
ための施設であり、ヤマトシジミへの影響につ
いては関係者の理解も得ています。

尚、利水については、平成16年に見直された
水資源開発基本計画に基づき進めており、必
要な事業だと考えております。

ご理解願います。

－
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メール

当改良区の区域は、御嵩町・可
児市の一部を受益地としておりま
す。ご存知のようにこの地域は、
名古屋市のベットタウンとして発
展してきました。受益地の中も、
点々とした農地転用により宅地
化されてきました。

農地については減っております
が、農業用水路の延長について
は変化しておりませんかえって農
地のスプロール化により、利用形
態が変わり上段から下段への田
越しによる用水利用や、また、農
業従事者のサラリーマン化により
細かい水管理がなくなり、個別の
農業用水の使用量については増
しています。

全体の水量については変わっ
ておりません。かえって、ここ
近の異常気象による、少雨傾向
により水の調整が大変で、水不
足を感じています。今後、水利権
の減量等の見直しについてはや
めて頂きたいと思います。

ご意見ありがとうございます。
水利権の見直しに関しましては、使用水量の

実態、受益面積や営農形態等の変化を踏まえ
て適切に行います。

第3章第1節第2項1
（3）適正な水利権
許認可

ハガキ

木曽川・揖斐川・長良川の水質
は、それぞれ異なるものである。
揖斐川の水を長良川並びに木曽
川へ、また長良川の水を木曽川
へ放流する今回の導水路分割案
については生態系に甚大な影響
を及ぼす恐れがあり、木曽三川
河口域に於いて漁場を有する私
共漁業者にとっては死活問題で
あり、充分な環境調査と影響へ
の安全検証を求めるものです。

尚、此のことに関連して長良川
河口堰の利水については従来の
方針どおり堰直上流部での取水
を厳守して下さい。

ご意見ありがとうございます。
木曽川水系連絡導水路の事業実施にあたっ

ては、学識者の意見を聞いて、環境への影響
の低減に努めます。

なお、長良川河口堰で開発された水を通常
取水する場合には「河口堰直上流から」との方
針に変わりはありません。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水系
連絡導水路の建設

ハガキ

徳山ダム導水路はせっかく作る
のだからダム計画に拘束される
ことなく、未確定な将来をみつめ
て大規模な断面とすべきである。

またこれを契機として水利行政
を根本的に見直し、木曽三川全
体で水利用が出来るような統合
管理を強力に推進すべきであ
る。ただし、流水の混合による環
境変化については十分検討の
上、影響を 小限とすべきであ
る。

ご意見ありがとうございます。
木曽川水系連絡導水路の断面については、

経済性及び効果・効率を鑑み 適な断面を計
画しています。なお、事業実施にあたっては、
学識者の意見を聞いて、環境への影響の低減
に努めます。

また、異常渇水による甚大な渇水被害の
小化を図るため、既存の水資源開発施設や木
曽川水系連絡導水路等を 大限に活用する
水系全体の総合運用について、関係機関と調
整し、その実施に努めます。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水系
連絡導水路の建設
第3章第1節第2項1
（3）適正な水利権
許認可
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ハガキ

災害は何時くるか判らない。洪
水対策にすべてに優先する施策
である。可能な限り急いで実施し
て頂きたい。

現在の整備水準において計画
規模の洪水が発生した場合、ど
こが危険なのか（堤防を溢流する
場所）それに対する当面の施策
及び住民はなにを為すべきかを
明確に示していただきたい。

ご意見ありがとうございます。
河川の整備にあたっては、治水・利水・環境

が調和されながら達成されるよう、総合的な視
点で実施することを考えています。また、治水
につきましては、戦後 大と同規模の洪水が
発生しても安全に流下させることを目標として
整備することとしています。

どこが危険かというご意見については、事務
所ホームページに木曽川水系の浸水想定区
域図を掲載しています。

なお、自治体においては、ハザードマップを
作成しており、自治体と連携して住民への周知
に努めていきます。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項
第3章第1節第1項
4(2) 被害を 小化
するための取り組
み

ハガキ

計画書をおくって下さい。 河川整備計画（原案）をわかりやすくまとめた
資料として、河川整備計画（原案）-骨子-、河
川整備計画（原案）-要旨-をホームページで公
表しておりますので、こちらをご覧下さい。

－
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 詳細については、速記録をご確認ください。

徳山ダムの水の「利用」のため
に８９０億円の巨額の予算を使っ
て導水路をつくる計画を知って仰
天しました。私は徳山ダム自体が
大昔にたてた計画を事情が変
わった現在において、無理につ
くったものだと思っています。治
水だ利水だと机上の理論を並べ
て、３５００億円の税金を投じて無
駄なダムをつくってしまいました。

さらに、８９０億円を使ってその
水を「利用」しようとするのですか
ら、ムダの上にムダを積み重ね
るものです。金城学院大学の伊
藤達也教授は言っています。

「国交省は、近年の『少雨傾向』
やそれに伴う『ダムの供給実力
の低下』など、都合の良いデータ
を引っ張り出して導水路建設を
進めようとしています。導水路を
造ることが目的になっている」と。

過去の実績をみても、長良川河
口堰も水質の悪化と魚介類の激
減を招き、あり余った水の利用は
進まず、周辺自治体の費用の負
担だけが残りました。また再び、
この間違いを今回の導水路計画
で繰り返そうとしています。

愛知県と名古屋市では合わせ
て４５０億円の徳山ダムの建設費
の支払いをかかえています。さら
に導水路で４００億円以上の負担
を背負うことになります。水道料
金の値上がりが各家庭にはねか
えってくる可能性が予想されま
す。

導水路計画は徳山ダムがムダ
でないことを認めたくない人びと
がつくった、ムダにムダを重ねた
計画であるといえます。

私は２０年前に名古屋に移住し
てきましたが、その間、長良川河
口堰、徳山ダムと巨大な事業を
みてきて、木曽三川にかかわる
事業が大土木会社の儲けのため
に利用されていて、周辺の市町
村とそこの住民には環境破壊と
費用の負担だけが押し付けられ
る構造になっているのを知りまし
た。

もう、いい加減で税金のムダ遣
いはやめてください。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水系
連絡導水路の建設

ご意見ありがとうございます。
同様のご意見に対する考え方についても、す

でに木曽川水系河川整備計画のホームペー
ジにて公表していますのでご確認下さい。

メール
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ハガキ

三重県が進める木曽岬干拓地
の高度利用を促進する為にも干
拓地内の高潮堤防の建設を整備
計画に入れて頂きたい。そして、
安心安全な土地にして国土の有
効利用を図る。

ご意見ありがとうございます。
いただいたご意見は、河川整備計画（案）

に、記載しておりません。木曽岬干拓地の高
潮堤防整備については、背後地の状況等によ
り、必要に応じて整備の検討を行っていきま
す。

ー

ハガキ

砂上の楼閣と言われますが、
木曽岬長島の堤防は砂の上に
出来ています。木曽岬堤防の耐
震検査と地盤改良を行い東海地
震に備える。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のあった東海地震については、河川

整備計画（案）に記載しております。なお、現在
の対応状況につきましては、兵庫県南部地震
と同規模の地震に耐えられる整備が完了して
おり、引き続き揺れが大きく継続時間が長い地
震についての対応策を検討していきます。

第3章第1節第1項
2(3) 地震対策の推
進

ハガキ

安心して美味しい魚、ボラ、ス
ズキを食する為にも河川環境整
備計画メニューは適正であると考
えます。

ご意見ありがとうございます。 ー

ハガキ

水上バイク等も不特定の河川
敷を利用されていますが、安全な
河川利用を今後も推進して頂き
たい。

ご意見ありがとうございます。
安全な河川敷利用・水面利用の推進にあ

たっては、河川は自由使用が原則であること
から、河川利用者一人一人が、マナーを尊重
し、安全利用のための留意事項、危険を回避
する手段等を認識した上で利用することが重
要であり、河川利用者等への啓発活動を行っ
ていきます。

第3章第1節第3項
3(2)② 安全な河川
利用の推進

FAX

河道流下能力確保のため、河
道掘削や流水の阻害となる樹木
の伐開はやむを得ないが、生態
系保全、防災の観点から極力河
畔林は残して欲しい。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、水位低下対策とし

て河道掘削や樹木伐開を実施する場合、動植
物の生息・生育環境に配慮し、必要に応じて
代替措置等により環境への影響の低減に努め
ることとしています。

第3章第1節第1項
１（１） 河道掘削・
樹木伐開

FAX

地球温暖化の影響か１００
mm/hの降雨が度々出現してい
る。木曽三川流域は低平地のた
め、洪水時の内水排除が被害軽
減となる。

排水機場の機能維持及び交換
に万全を期して欲しい。

ご意見ありがとうございます。
内水対策については、背後地の状況変化等

新たな内水の発生要因等について調査検討を
行い、関係機関と連携・調整し、必要に応じて
実施することとしています。

また、排水機場等の施設については、施設
の有する機能が発揮されるよう維持・管理を行
います。

第3章第1節第1項3
内水対策
第3章第2節第1項
2(1) 樋門・樋管、
排水機場等の維持
管理
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FAX

治水の安全度が向上している
ことや各自の立場のちがいから
住民の意見も多岐にわたり全て
を反映することは不可能。治山治
水は国家１００年の計、継続実施
することに意義がある。このこと
は過去の歴史が教えてくれてい
る。 終的に誰が責任をとるの
か考えて欲しい。個人ではない河
川管理者なのだから。

公共事業は不変の哲学継続が
重要。逃げてはいけない。専門家
としての「王道の道」を進んで欲
しい。全ての世のため、人のため
に頑張って下さい。エールを送り
ます。

ご意見ありがとうございます。
河川の整備にあたっては、治水・利水・環境

が調和されながら達成されるよう、本支川及び
上下流バランスを考慮し、総合的な視点で実
施することを考えています。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

ハガキ

堤防強度について質問
イ．東海沖、東南海、南海各地

の地震発生時に於いて対応出来
るか。

ロ．津波、高潮の現象に対応出
来るか。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のあった東海沖、東南海、南海地震

については、河川整備計画（案）に記載してお
ります。なお、現在の対応状況につきまして
は、兵庫県南部地震と同規模の地震に耐えら
れる整備が完了しており、引き続き揺れが大き
く継続時間が長い地震についての対応策を検
討していきます。高潮堤防の設計は、所定の
設計津波波高に基づき計算された高さも満足
していますので、適切に津波堤防の役割も果
たされています。

第3章第1節第1項
2堤防強化

ハガキ

河川敷有効利用について質問
長島周辺の河川敷でシーズン

共になれば水上スキー、バーベ
キュー等の後始末は大変なゴミ
で清掃には一部ボランティア等が
行っていますが受益者負担の原
則で有料管理費等負担をして頂
く様提案します。

ご意見ありがとうございます。
ボランティアの方々による清掃活動につきま

しては、心から感謝申し上げます。河川は自由
使用が原則であることから、河川利用者一人
一人がマナーを尊重し、利用することが重要で
あり、河川利用者等への啓発活動を行ってい
きます。

河川は誰もが等しく利用できる公共物であ
り、利用者から管理費を徴収することは、河川
の自由な利用を妨げる恐れがあります。

一部市町村等がグランド・公園などの目的で
占用しておりますが、今後とも河川空間の適正
な保全・利用を関係機関と図っていきたいと考
えています。

第3章第1節第3項
3(2)① 河川利用
の調整
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ハガキ

（強く要望）岐阜県海津市安八町
地内

長良川、サルスベリ道路、伊勢
湾河口より（３６．５km）（西側道
路）に国土交通省の建物があり
（犀川浄水場）道がひどくＳカーブ
になっているあの道路をまっすぐ
にするか、ナナメに橋を作ってＳ
カーブをなくすようにする。ガード
レールがこわれていた時もある。
夜、特に危険である。

一旦災害になった時に特に危
険である。

揚水場がじゃまである。
それから東海大橋が渋滞する

から愛知県道７９号の西の方に８
号→１２０号→木曽川→東海大
橋のバイパスをつくる（岐阜県道
２３号へぬける橋）木曽長良バイ
パス橋を作る（愛知、岐阜、国交
省で話し合い）（東海大橋の南）

ご意見ありがとうございます。
堤防は、洪水を防ぐことを目的とした施設で

あり、河川法に基づき管理され、一方、道路は
その堤防を利用した施設で、道路法に基づき
管理されています。道路機能の改良に関する
ことは、道路管理者が実施することとなるた
め、道路管理者へ情報提供します。

－

ハガキ

クレール平田の男トイレの手の
乾燥機を強力な物にかえる事。

ご意見ありがとうございます。
「道の駅」の管理者である施設管理者へ情

報提供します。

－

ハガキ

道の駅を河川敷に多く作る事。 ご意見ありがとうございます。
河川敷へ「道の駅」を設置することは、出水

対応の観点から、非常に難しいと考えておりま
す。

－

メール

◎岩屋ダムのＶカット運用につい
て

岩屋ダムを水源として、上水・
工業用水を供給している岐阜県
営水道の受水市町では、毎年の
様に５月～６月頃には節水対策
や節水対策協議会が行われてお
ります。実際に節水対策が行わ
れたのは、平成になってからでも
１０回あります。中でも平成６年
の異常渇水は、今でも忘れること
ができません。

このように毎年のように節水対
策に苦慮するところは、近年の降
雨量や降雪量の変化も一因かと
思われますが、岩屋ダムの貯水
量が毎年３月末に一気に減って
しまう、岩屋ダムのＶカット運用
が、大きなウエイトを占めている
と思われます。現在、Ｖカット後の
４月からの貯水量の計画水量ま
での回復は、あまり見られない状
況です。このままでは、今後いつ
までも毎年節水対策は続いてい
くと思われます。

ぜひとも、今回の木曽川水系河
川整備計画の中に岩屋ダムのＶ
カット運用の見直しを検討してい
ただきますよう要望いたします。

ご意見ありがとうございます。
岩屋ダムのＶカットについてはダム建設時に

ダム建設の費用負担も含めて決められている
計画で変更することは困難な状況です。

しかし、ご指摘のとおり節水対策を行う年が
増えてきております。河川整備計画（案）では、
渇水時の被害を 小限に抑えるため水利用者
相互間の水融通の円滑化、ダム等の総合運
用の実施に関わる対策及び節水対策につい
て関係機関並びに利水者と連携して推進する
こととしています。

また、異常渇水による甚大な渇水被害の
小化を図るため、既存の水資源開発施設や木
曽川水系連絡導水路等を 大限に活用する
水系全体の総合運用について、関係機関と調
整し、その実施に努めることとしています。

第3章第1節第2項3
渇水及び異常渇水
対策
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

メール

◎岩屋ダム運用見直し
近年は、異常気象により降雨量

のバラツキなどがあり、 近は特
に、少雨化傾向にあり絶えず渇
水に対する備えを常としている状
況である。そうしたことから過去
にもダム運用等について関係機
関への要望等もなされてきました
が、現状としては自然が頼りで毎
年こうしたことの繰り返しである。

今回の河川整備計画の策定に
向けては、河川水の適正な利用
の面からも渇水対策を念頭に入
れられ、利水は、日常生活の基
盤として不可欠なものであること
を再認識され、岩屋ダムの運用
（現在実施されているVカット）に
ついて見直しの実現化を要望し
ます。

市民が安全で安心した生活を
営むことができるためには、安定
した供給が求められる今日、関
係者の皆様のご理解により問題
解決が図られ、安心した生活が
確保できるようにご配慮いただき
ますよう、ここに強力にお願いす
るものであります。

ご意見ありがとうございます。
岩屋ダムのＶカットについてはダム建設時にダ
ム建設の費用負担も含めて決められている計
画で変更することは困難な状況です。

しかし、ご指摘のとおり節水対策を行う年が
増えてきております。河川整備計画（案）では、
渇水時の被害を 小限に抑えるため水利用者
相互間の水融通の円滑化、ダム等の総合運
用の実施に関わる対策及び節水対策につい
て関係機関並びに利水者と連携して推進する
こととしています。

また、異常渇水による甚大な渇水被害の
小化を図るため、既存の水資源開発施設や木
曽川水系連絡導水路等を 大限に活用する
水系全体の総合運用について、関係機関と調
整し、その実施に努めることとしています。

第3章第1節第2項3
渇水及び異常渇水
対策

メール

私の住んでいるところは、海抜
ゼロメーター地帯で、近年宅地化
が進んでおり、災害の危険性が
増大しております。

特に揖斐川は、平成14年7月洪
水のようにしばしば洪水に見舞
われ、堤防強化の必要性を感じ
ており、河川整備計画（原案）で
計画されている、自然に配慮した
堤防整備を早期に実施していた
だき安全・安心な暮らしができる
様に要望します。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、三川とも戦後 大

の洪水を安全に流下させることを目標として整
備することとしています。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

自治会を通じて原案の公開と
意見を求められたのでまとめて
述べる（５項は新提案）
１．過去数回に亘りふれあい懇談
会があり、出席時は付箋や意見
を述べたが原案を見た所、何ら
記入や追加がないので再度記
す。
２．揖斐川右岸１８．２km附近の
堤防は伊勢湾台風時破堤寸前
ぶかぶかとなり浸水も有ったので
点検補強要する。
３．揖斐川右岸１７～２０km樹木
伐開（他にもあると思う）。
４．揖斐川右岸１９．６km附近般
若谷の土石により川巾狭い。撤
去を要する。
５．揖斐川右岸１７～１８km側溝
約２年前土砂撤去した。３～５年
毎撤去希望（これは新提案）。

ご意見ありがとうございます。
2．河川巡視や点検及び定期的な縦横断測量
調査の実施により堤防や護岸の沈下、損傷状
況や施設の老朽化の状況等を確認していま
す。出水期前には特に地元水防団の方とも合
同で巡視を行っています。
3．4．いただいたご意見は、河川整備計画
（案）に記載しておりません。河川整備計画の
河道目標流量を計画高水位以下で安全に流
下させるために必要な河道断面積が確保され
ていない箇所として、揖斐川においては、中流
部（今尾橋上下流）及び支川根尾川、牧田川、
杭瀬川、多度川、肱江川において河道掘削や
樹木伐開を実施します。
5．堤防の維持管理については、今後とも引き
続き適正に実施していきます。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常の
作用に対する安全
性の強化
第3章第1節第1項
1(1) 河道掘削・樹
木伐開
第3章第2節第1項
1(1) 堤防の維持管
理

ＦＡＸ

私は岐阜に居住してから５１年
長良川水害、５８年の美濃加茂
の水害等を近くの災害として見て
きました。水害は地震と同じよう
に被害範囲は広範囲になり一挙
に住民の生命と財産をなくしてし
まう可能性があります。たびたび
起こる災害ではないため、忘れ
去られてしまうことが多いと思い
ますが、たとえ百年に１回しか可
能性がないからといって備えを怠
ることはできないと思います。

現在徳山ダムが完成し、揖斐
川は安全性強化されたと思いま
す。木曽川は丸山ダムの能力を
高くすることが検討されていると
思いますが、一日も早く完成させ
木曽川の安全性を高めることを
期待しています。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模

の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。そのために必要な水位低
下対策や洪水調節機能の強化及び堤防強化
等を実施していきます。

木曽川においては、丸山ダムの治水機能等
を向上するため、新丸山ダムの建設に着手
し、早期完成に向け着実に事業を推進してい
きます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項
第3章第1節第1項
1(3)① 新丸山ダ
ムの建設

ＦＡＸ

また、河川には生態系を保護す
る為に必要な水量を確保するこ
とが必要です。特に長良川は上
流にダムが少なく渇水時に少量
の水しか流れていないことがあり
ます。私自身釣りをすることがあ
りますが、清流長良川は何時で
も水が枯れることがないようにし
たいものです。

徳山ダムの水を渇水対策として
利用する事は賛成です。導水路
により対処することも必要と思い
ます。

ご意見ありがとうございます。
木曽川水系連絡導水路の適切な運用を図る

よう、その実施に努めて行きます。
  

ー
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

メール

私の住んでいる所は、昭和34
年の伊勢湾台風で堤防が決壊し
た所と、聞いています。

近年は、台風自体上陸しないた
め、堤防の決壊とは縁がない様
に思われますが、 近は、気象
状況が一変したので何が起こる
かわかりませんので、治水事業
の整備を尚いっそう行ってくださ
い。

ご意見ありがとうございます。
計画規模を上回る洪水等が発生した場合の

被害を軽減するため、ソフト・ハード一体となっ
た総合的な被害軽減対策を関係機関等と連携
しながら推進します。

第1章第2節第5項
新しい課題
第3章第1節第1項4
危機管理対策

ＦＡＸ

洪水時の水位（流下）について
○河道掘削及び樹木の伐採を第
１に考える
○ダム建設により洪水調節が計
られる
○遊水地の確保が必要である
○樹木の伐採により野鳥の保護
には森公園等を作る（河川地樹
木はいらない）
○異常渇水に対してダムより導
水路の運用も必要である
○非常時にそなえ防災施設への
取組が大事ではないか

ご意見ありがとうございます。
河川の整備にあたっては、治水・利水・環境

が調和されながら達成されるよう、総合的な視
点で実施することを考えています。

河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模
の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。そのために必要な水位低
下対策や洪水調節機能の強化及び堤防強化
等を実施していきます。

木曽川水系連絡導水路は木曽川水系の異
常渇水時において河川環境を改善する他、木
曽川に係る用水の渇水被害を軽減させること
もでき、必要な事業であると考えています。

防災施設の整備については、被害をできるだ
け軽減するよう、災害復旧の備蓄、情報の収
集伝達、災害復旧活動の拠点のための河川
防災ステーション等を整備していきます。また、
地震発生時の緊急的な輸送路として、緊急用
河川敷道路や防災船着場も整備していきま
す。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項
第3章第1節第1項3
渇水及び異常渇水
対策
第3章第1節第1項
4(1) 防災関係施
設の整備
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

木曽川水系河川整備計画原案について意
見を申し述べます。

県民への周知や合意形成等も経ないま
ま、しかも非公開の行政担当者の会議（＊
2007年8月22日）で、いつの間にか合意され
たという徳山ダムからの導水路計画は、ま
だ本計画原案に書き込めるようなものでは
ないので、この導水路にかかわる記述は、
本計画案から削除するよう強く求めます。
＊徳山ダムに係る導水路検討会（第７回）の
開催について

国土交通省中部地方整備局 ｈｔｔｐ：//ｗｗ
ｗ.ｃｂｒ.ｍｌｉｔ.ｇｏ．jｐ/ｋｉｓｙａ/2007/0812.ｈｔｍｌ

既に愛知県では水道水は余っており、水
の需要も伸びないことは認めざるを得ない
ために、今回の徳山ダムからの導水路計画
の主要な目的として、木曽川の環境改善
（渇水時の流量確保）が挙げられ、木曽川
のシジミのためなどとされていると聞きまし
た。

100年に一度と言われる1994年（平成6年）
の渇水のときでも、確かに水量がゼロの日
もあったそうですが、木曽川は平均では流
れており、馬飼頭首工（木曽川大堰）付近の
シジミが一時は死んだものの、二ヶ月後に
は回復していたと聞きました。導水路の建設
で100年に一度の一時的なシジミへの被害
を防ごうとすることは、導水路建設によるとり
かえしのつかない環境破壊と財政への負担
のリスクの方がはるかに高く、導水路という
選択肢をとるべきではありません。

1984年にもひどい渇水があったそうです
が、その際は愛知県は木曽川のダムから、
１トンあたり１円や２円という安い減電費用を
払って水を買って間に合わせたそうで、この
ようなシステムを使えば、現行の取水量の
ままでもシジミのための水は流すことがで
き、環境にとっても財政にとっても負担が少
なくて済みます。

導水路にかかわる費用は890億円とされて
いますが、もしも建設を進めるならば、徳山
ダムの事例を考えても費用が膨らむことも
心配されます。また、渇水が心配される8月
は田んぼに水がそれほどなくてもよい時期
で農業用水は調整がしやすい時期のため、
現在取り過ぎている農業用水を環境改善の
ための水量に回すことを先に考えるべきで
す。そして、何よりも、そもそも農地は大幅に
減少してしまっているのに、農業用水の取水
量はそのまま何十年も見直されず据え置か
れていることが根本的かつ大きな問題であ
り、まずは、農業用水の取水量を早急に見
直すべきです。

このような根本的な見直しもされないま
ま、徳山ダムからの導水路計画を本計画原
案に書き込む事は決して認められません。

ＦＡＸ

ご意見ありがとうございます。
導水路計画については8月22日の行政担当

者の会議において「今後、必要な手続きを踏ま
えていくこと」を合意したものです。これを受
け、木曽川水系河川整備計画の素案に導水
路事業を記載し、河川整備計画の策定過程に
おいて住民の意見を幅広く聴くために「ふれあ
い懇談会」等を開催する等、様々な取り組みを
行ってきたところです。導水路事業についても
多くの意見を頂いており、その意見も踏まえて
流域委員会で議論されました。

その上で、木曽川水系連絡導水路は河川環
境の改善及び利水導水のため必要な事業とし
て、節水対策や農業用水などの水利用の合理
化も併せて河川整備計画（原案）に位置付け
ました。その後、学識者や住民の皆様からの
ご意見を総合的に判断して河川整備計画（案）
としています。

ご理解願います。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

ご意見ありがとうございます。
木曽川水系連絡導水路の事業実施にあたっ

ては、学識者の意見を聞いて、環境への影響
の低減に努めます。

ＦＡＸ

また、徳山ダムに貯留した水は水
質の心配も大きく、しかも、他の河川
から別の河川に水を流すことは生態
系の破壊にもつながることから、徳
山ダムからの導水路はやめるべきで
す。他のダムにおいてダム湖の湖底
のヘドロからヒ素などの有害物質が
検出された事例も聞き及んでおりま
すので、ダム湖からの水を長良川と
木曽川に流すのはやめてください。
導水路計画の案によれば、いずれも
取水口の上流に流すこととされてお
りますので、危険な水、まずい水を飲
むことは拒否します。徳山ダムの水
没予定地区で一般廃棄物埋設地の
掘削除去が行われた際に、撤去して
もなお、土壌からダイオキシンが環
境基準を超えて検出され、さらに取り
除くという報道がありましたように、
地中等に残されたままの人工物が全
て取り除かれたわけでもないでしょう
し、残されたまま水没した建築物等
からも有害物質が出て水質を汚染す
ると思われます。

さらに、徳山ダムからの導水路によ
り、長良川に水を流した場合、流れ
がどうなるのかについての市民調査
結果の速報が下記ブログに公開され
ていますが、これを見ても、長良川へ
の悪影響が心配されます。

長良川に徳山ダムの水は要らない
市民学習会
http://blog.goo.ne.jp/dousui
徳山ダムからの導水路に890億円と
いう巨費を投じるよりも、一刻も早く
その費用を上流部の森林の保全な
どの緑のダム機能の確保に使うべき
です。導水路建設により、温室効果
ガスの排出や緑地の喪失、建設土
砂の排出等の大規模に環境への負
荷を与えるようなことについても容認
できません。

徳山ダムからの導水路の愛知県負
担額は318億円と言われています
が、そのような巨費を、これまでに述
べたような問題の多い事業に費やす
ことは県民として到底認められませ
ん。

以上の理由に加えまして、 後に、
昨年8月22日に行政担当者が合意し
たばかりで、各県民にはほとんど周
知もされていないという点からも、今
回の木曽川水系河川整備計画（原
案）における徳山ダムからの導水路
計画にかかわる記述を削除すること
を強く求めます。
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

第3章第1節第2項
1(3) 適正な水利
権許認可

ご意見ありがとうございます。
許可水利権については、水利権の更新時に

行う水利審査において、使用水量の実態や受
益面積、営農形態等の変化を踏まえて水利権
の見直しを適正に行います。ご理解願います。

一方、広域的な観点から、都市河川等にお
いて水質、親水空間、景観、修景等の生活環
境や自然環境の維持・改善に努め、健全な水
循環系の構築を推進することとしています。

「木曽川水系河川整備計画（原案）」
に対する意見

私は愛知用水土地改良区に勤務して
おり配水の仕事を担当しています。
・我が土地改良区の組合員の農家の大
半が兼業農家で占められており、また
その多くが水田を耕作しています。
よって、会社などが休日の土日に農作
業を行うことが集中します。
特に田植えの時期や中干し期の水需要
が高まる時には「水が来ないから代掻
きができない、田植えができない」
「あそこの田んぼに水が来ているの
に、うちには来ていない」といった苦
情が殺到します。
そこで当改良区は、このような時期

にも対応できるように配水管理に地元
で構成される「管理区、管理班」と云
う下部組織を抱え、配水操作に従事し
てもらっていますが、しかしながら、
組織の高齢化や管理区、管理班の役員
のサラリーマン化、専業の農業者の減
少の問題も発生しており、配水操作を
熟知する前に役員の交代や役員のなり
手不足といったことも配水管理する上
で組織の弱体化が表面化しつつありま
す。
しかしこのような状況下の中でも、

管理区・管理班に配水操作の指導をし
ながら配水操作に職員には奔走し、限
られた時間の中で作業をする兼業農家
にも迷惑のかからないよう十分に組合
員サービスにも対応し、また不公平が
起きないように日夜努力しておりま
す。
・ため池の役割は農業用水のためと認
識されていましたが、現在に至っては
地域住民の貴重な水辺空間等さまざま
な多面的機能を有するため池でもある
との位置づけに変わろうとしていま
す。
また、農業用のため池が、生態系・

水辺環境の保全にも寄与し、一部のた
め池は親水公園に組み込まれおり、農
業だけの役目を果たしているわけでも
ありません。
そのため、住宅地に隣接するため池

ほど関心は高く、ため池の水位が下が
れば地域住民からは「魚が浮いてい
る、魚がかわいそうだから水を入れ
て」「水が少ないから景観が悪い」と
いった苦情の電話が直接かかってきた
りします。
しかし、我々は、ため池の水は農業

用のための認識から優先的にかんがい
用水に使用する配水管理を行ってお
り、ため池に確保する水と農地にかん
がいする水との配分には相当に困難を
期しおります。
時代の移り変わりに、ため池の取り

扱いが非常に難しく、農業だけに使用
するとの常識が通用しなくなってきて
います。

メール
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

・長良川河口堰の管理橋につい
て、揖斐川まで延長して欲しい。
・伊勢大橋のほうが、一般国道２
３号に架かる橋梁に比べて古い
のに、使用している材料は、伊勢
大橋のほうが、鉄板が厚く、ボル
トが太い。

ご意見ありがとうございます。
長良川河口堰の管理橋は河口堰の管理の

ために設置されていることから、揖斐川への延
長は困難であると水資源機構から聞いていま
す。

また、橋梁の維持管理は、道路管理者が
行っておりますので、伊勢大橋、一般国道23
号にかかる橋(揖斐長良大橋）の改築について
は、道路管理者へ情報提供します。

－

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

ご意見ありがとうございます。
許可水利権については、水利権の更新時に

行う水利審査において、使用水量の実態や受
益面積、営農形態等の変化を踏まえて水利権
の見直しを適正に行います。ご理解願います。

・我が受益地の約10％の1,500haほど
が管渠・開水路型式でのかんがい地区
が存在しており、パイプライン化され
たかんがい方式に比べ、土嚢や堰板を
使用した原始的な方法でかんがいして
います。

このような地区は、パイプライン化
された地区に比べ、水量確保に大量の
水が必要となり、またこのようなかん
がいでは無効な水が出やすく、また配
水効率が非常に悪いのです。
また宅地化が進んだ地域では、現状

の非常に厳しい農業情勢や、組合員の
高齢化、後継者不足の問題などから、
新たにパイプライン化の土地改良を新
規に行うことは非常に困難であり、こ
のような地区の効率的な配水管理を望
むのは困難を極める状況にあります。
こうしたことが計画取水量以内での

取水が難しい一因となっているものと
思います。
・近年の米価の低下により、農家は少
しでも販売単価の高いコシヒカリの生
産にシフトする傾向が非常に目立つよ
うになってきました。よって、田植え
時期が前倒しになり４月から代掻き、
田植えが始まり地区内だけのため池の
水では追っつかない状況にあり、 農
家からは「早く水がほしい」との要望
が毎年のようにされるよ うにもなっ
てきました。
農家にとっては機械化された農機具

の維持費、安い米価、賦課金等といっ
たものが、のし掛かり少しでも高い米
を生産しなければ成り立っていかない
現状にあるのも我々が理解しなければ
ならない現実であるのです。
しかしながら、ここには非常に難し

い水利権が立ちはだかり、これについ
ては農家に理解されないのが事実であ
り、今の時代に即していないことを逆
に指摘されます。
我々職員としては、いかんともしが

たい悩みの一つでもあります。
・近年、異常気象が頻発しており、平
成6年の大渇水以降、昨年までの12年
間に、木曽川に係る渇水対策は9年実
施しております。平成12年、17年に
至っては、50％を超える渇水対策で管
内を3分割し「2日通水、4日断水」を
行い、随所で応急水源を小排水路等で
まかない、応急ポンプの設置により水
量を確保したことも経験しました。
今後も起きうる小雨化傾向に対応し

異常渇水にも対応できる『強い木曽川
水系』の整備を早期実現願います。

メール
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

～木曽川水系河川整備計画（原
案）を読んで～

私は揖斐川と長良川に囲まれ
た輪中地帯に住んでいます。川
の水位と住宅の床高が変わらな
い０メートル地帯です。堤防のお
かげで安心して住むことが出来、
梅雨時期や台風で川幅がいっぱ
いに濁流が押し寄せたときは恐
怖を感じます。

河川整備が進められ、川に集
い、川に今後触れることができる
施設ができうれしく思います。

更に癒しの場として多くの施設
が整備されることを望みます。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）において、三川とも戦後
大の洪水を安全に流下させることを目標とし

て整備することとしています。
河川整備にあたっては、治水、利水、環境と

いうそれぞれの目的が調和されながら達成さ
れるよう努めるとともに、今後も引き続き、適正
な河川管理に努めます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

ハガキ

私は海津市平田町三郷に住ん
で６０年になります。幼い頃は平
田町勝賀で堤防が破堤し水害に
遭い昭和51年の水害では安八町
大森で堤防が切れ消防団員とし
て高須、福東輪中堤の土のう積
みを体験し、水に対する恐怖心
は今でも忘れられません。近年
は堤防も補強され安全になった
ように感じられるが平成17、18年
と初めて経験することが起きまし
た。雨水による床下浸水です。

温暖化、周辺の開発などの原
因か排水路の機能が果たされず
2回も床下浸水を経験しました。
輪中地域に住む者の宿命ですが
河川整備と併せて排水路の整備
もお願いします。

ご意見ありがとうございます。
内水対策については、背後地の状況変化等

により新たな内水対策の必要な地区の河川に
ついては、内水の発生要因等について調査検
討を行い、関係機関と連携・調整し、必要に応
じて内水対策を実施することとしています。

排水路については、関係管理機関が実施す
ることとなりますので、関係機関に情報提供し
ます。

第3章第1節第1項3
内水対策

ハガキ

川は私達の生活に必要不可欠
なものです。

今後とも安全で親しみのある川
作りをお願いします。

ご意見ありがとうございます。
河川の整備は、治水・利水・環境が調和され

ながら達成されるよう、総合的な視点で実施す
ることを考えています。

また、治水につきましては、戦後 大と同規
模の洪水が発生しても安全に流下させること
を目標として整備することとしています。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標

ハガキ

平成6年の木曽川大渇水以降
も渇水危機が度々発生している
木曽川への導水は羽島用水の
受益者として賛成である。

地球温暖化に伴い気象の安定
が懸念される将来に向け、木曽
三川一体となった水利用は必要
である。

ご意見ありがとうございます。
異常渇水による甚大な渇水被害の 小化を

図るため、既存の水資源開発施設や木曽川水
系連絡導水路等を 大限に活用する水系全
体の総合運用について、関係機関と調整し、
その実施に努めることとしています。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

通勤途上の揖斐川の河道内に
樹木があります。河道内の樹木
を伐開することにより河道面積を
確保してはどうか。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模

の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。

そのために必要な河道断面積が確保されて
いない場合には、支障となる河道内樹木の伐
開を動植物の生息・生育環境に配慮して実施
していきます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
1(1) 河道掘削・樹
木伐開

ハガキ

長良川・揖斐川下流の輪中地
帯は内水排除が必要である。

近年の集中的な豪雨に対処す
るため、内水被害が生じない様
な対策が必要であると考えます。

ご意見ありがとうございます。
内水対策については、背後地の状況変化等

により新たな内水対策の必要な地区の河川に
ついては、内水の発生要因等について調査検
討を行い、関係機関と連携・調整し、必要に応
じて内水対策を実施することとしています。

第3章第1節第1項3
内水対策

ハガキ

確か、昭和51年位だったかと思
いますが、岐阜の鷺山に住んで
いた頃、玄関まで水に浸かった
事があります。堤防がきれたなど
知らない小さい子どもだった私
は、不安そうな落ち着かない母に
手をひかれて近くの警察のア
パートに避難しました。

あの心細さを自分の子どもには
味わわせたくないなあと強く思い
ます。環境を守りながら、人の命
を守る整備をお願いしたいです。

ご意見ありがとうございます。
河川の整備は、治水・利水・環境が調和され

ながら達成されるよう、総合的な視点で実施す
ることを考えています。

河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模
の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。そのために必要な水位低
下対策や洪水調節機能の強化及び堤防強化
等を実施していきます。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項

ハガキ

肱江川の改修を早期に完成し
てほしい。

ご意見ありがとうございます。
肱江川については、堤防整備等を行う計画と

しています。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常
の作用に対する安
全性の強化

ハガキ

子供から大人まで楽しめる安全
で快適なフィッシングパークを
造って欲しい。

ご意見ありがとうございます。
フィッシングパーク等の公園整備について

は、自治体が整備等を行うことになりますが、
関係機関と連携し、川と人とのふれあいの増
進を図るため、引き続き、地域のニーズの把
握に努めつつ、水辺のふれあい拠点の整備に
関する計画の追加・見直しを行っていきます。

第3章第1節第3項
2(1) 水辺のふれ
あい拠点の整備
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ハガキ

戦後 大の洪水に対応できる
河川堤防や護岸施設を作って欲
しい。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模

の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。

そのために必要な堤防の高さ、断面が不足
している箇所や浸透に対する安全性が低い箇
所については、築堤護岸の整備や堤防の浸透
対策を河川全体のバランスを踏まえて実施し
ていきます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常
の作用に対する安
全性の強化

ハガキ

又、51年洪水時のように内水被
害が多く発生したので排水ポンプ
場の増設を図って欲しい。

ご意見ありがとうございます。
内水対策については、背後地の状況変化等

により新たな内水対策の必要な地区の河川に
ついては、内水の発生要因等について調査検
討を行い、関係機関と連携・調整し、必要に応
じて内水対策を実施することとしています。

また、排水機場などの河川管理施設がその
本来の機能を発揮できるよう適切な維持管理
に努めていきます。

第3章第1節第1項3
内水対策
第3章第2節第1項
2(1) 樋門・樋管、
排水機場等の維持
管理

ハガキ

岐阜市の水道は長良川の川底
から地下水を吸上げているが不
足すると地区内でポンプアップし
ているか下流部の地盤沈下に協
力して徳山ダムの水を利用する。
導水施設を利用して行う努力が
必要である。

ご意見ありがとうございます。
河川水の適正な利用を図っていきます。

－

ハガキ

洪水による災害を防ぐ為、堤防
の補強が必要と思われます。特
に、揖斐川の堤防の嵩上げが施
工されていない区域があります
ので早急に施工していただきた
い。

ご意見ありがとうございます。
揖斐川については、戦後 大と同規模の洪

水が発生しても安全に流下させることを目標と
しています。

そのために必要な堤防の高さ、断面が不足
している箇所や浸透に対する安全性が低い箇
所については、築堤護岸の整備や堤防の浸透
対策を河川全体のバランスを踏まえて実施し
ていきます。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常
の作用に対する安
全性の強化

ハガキ

住民と木曽川下流河川事務所が
協力して進めていくべきだと思い
ます。

ご意見ありがとうございます。
地域の方や関係機関と連携を図りながら河

川整備を実施していきます。

第3章第1節第3項
3(3) 地域住民や
NPO等との連携の
推進

- 22 -

第11回木曽川水系
   流域委員会 資料-2-3



 

ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

・ダム、河道改修等、流域全体及
び木曽三川でのバランスのとれ
た治水対策、整備を望みます。
・狭い国土と密集した人口、資産
を考えると環境対策も重要です
が人命が第一と考えます。
・今回の整備計画で早期の目標
を達成できるよう期待していま
す。

ご意見ありがとうございます。
河川の整備は、治水・利水・環境が調和され

ながら達成されるよう、総合的な視点で実施す
ることを考えています。

河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模
の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。

そのために必要な水位低下対策や洪水調節
機能の強化及び堤防強化等を実施していきま
す。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項

ハガキ

住民を第一に考えて進めてい
ただきたい。

ご意見ありがとうございます。
地域の方や関係機関と連携を図りながら河

川整備を実施していきます。

第3章第1節第3項
3(3) 地域住民や
NPO等との連携の
推進

ハガキ

伊勢湾台風の被害状況を知る
者の１人として治水対策（河道整
備、ダム等）は早急に進める必要
を痛感しています。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）では、戦後 大と同規模

の洪水が発生しても安全に流下させることを
目標としています。そのために必要な水位低
下対策や洪水調節機能の強化及び堤防強化
等を実施していきます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項

ハガキ

海津市南濃町上野河戸地区の
揖斐川附近は輪中地域である。

数年毎には集中豪雨時には排
水機が無いので内水により洪水
になる。

内水を消防車が何台かで揖斐
川に流し込み、揖斐川の水位が
下がったら水門を開けて自然排
水の方法をとっている。

是非、排水機の設置をお願い
致します。

ご意見ありがとうございます。
いただいたご意見は、河川整備計画（案）に

記載しておりません。
内水対策については、背後地の状況変化等

により新たな内水対策の必要な地区の河川に
ついては、内水の発生要因等について調査検
討を行い、関係機関と連携・調整し、必要に応
じて内水対策を実施することとしています。

第3章第1節第1項3
内水対策
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

海津市南濃町山崎地区の揖斐
川沿いは輪中地帯である。上野
河戸地区と同じ扇状地の先端で
あり、内水がたまるこの地区は以
前は田んぼは多かったが今は耕
作者が減った。揚排水機組合が
ありますが、経費が重なり運用が
難しくなった。排水機の能力アッ
プと管理等に補助をお願い致し
ます。

以前より住宅も増えました。洪
水のおそれがあります。よろしく
お願い致します。

ご意見ありがとうございます。
内水対策については、背後地の状況変化等

新たな内水の発生要因等について調査検討を
行い、関係機関と連携・調整し、必要に応じて
実施することとしています。

また、排水機場などの河川管理施設がその
本来の機能を発揮できるよう適切な維持管理
に努めていきます。

第3章第1節第1項3
内水対策
第3章第2節第1項
2(1) 樋門・樋管、
排水機場等の維持
管理

ハガキ

木曽三川下流部の堤防道路の
幅員を拡幅していただきたい。
（理由）

１．車で走行していると対向車
とのすれ違い時に危険を感じる
場合が多々ある。

２．災害時に於いて、０メートル
地帯の幹線道路が浸水等により
通行不能となった場合、高い場
所に位置する堤防道路は避難路
として車が集中すると思われる。

ご意見ありがとうございます。
堤防は、洪水を防ぐことを目的とした施設で

あり、河川法に基づき管理され、一方、道路は
その堤防を利用した施設で、道路法に基づき
管理されています。

道路機能の改良に関することは、道路管理
者が実施することとなるため、道路管理者へ
情報提供します。

－

ハガキ

三大川下流部、河口部に於け
る堤防の補強工事も地域住民か
らみてほぼ主たる場所は完了し
たかには見えますが、あの未曾
有の伊勢湾台風より早や５０年
近くの年月が経過し、当地のゼロ
メートル地帯、軟弱地盤等を考慮
すると大地震による津波、又それ
に重なっての洪水による高潮等
もなきにしもあらずと思う。

この様な事を考えれば地域に
生活する者としては不安を感じる
事もあるので、一層の補強を必
要とするのではないかと思う。

ご意見ありがとうございます。
河川整備計画（案）に記載しております。計

画規模を上回る洪水や高潮が発生した場合の
被害を軽減するために危機管理対策を進めて
行きます。

ご指摘のあった大地震については、河川整
備計画（案）に記載しております。なお、現在の
対応状況につきましては、兵庫県南部地震と
同規模の地震に耐えられる整備が完了してお
り、引き続き揺れが大きく継続時間が長い地震
についての対応策を検討していきます。

第1章第2節第5項
新しい課題
第3章第1節第1項
2(3) 地震対策の
推進

ハガキ

私は揖斐川の河口に位置する
桑名に住んでいます。毎年、台風
の発生する時期になると大雨に
よる洪水が数回発生し、河川の
上流域から大量の流木、ゴミ等
が河口へ流れてきます。

大雨による洪水はあきらめもつ
きますが流木、ゴミ等を流失する
前に食い止める方法はないので
しょうか。

ご意見ありがとうございます。
地域と一体となった河川管理を推進するため

「川と海のクリーン大作戦」など、地域住民の
方々の自主的な参加による様々な活動を実施
しています。

引き続き、沿川に暮らす皆様が木曽三川に
誇りや親しみを持ちながらよりよい河川環境を
作るよう地域と一体となった取り組みを進めて
まいりますので、ご協力お願いします。

第3章第2節第3項
2(1) 河川愛護団
体等との連携
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

ハガキ

本整備計画が20年～30年先を
考えての原案とのことで日頃次
のことを案じているので意見を述
べます。

勢濃樋管ポンプ場の排水能力
の検討
（場所揖斐川右岸１７ｋｍ附近
我々住民は昔から勢濃樋管と呼
んでいる）

此のポンプ場は養老山地の旧
石津村一部多度町に降った雨の
山除川の排水であるが揖斐川が
高水位になった時（長期の降雨）
果たしてポンプ要量が充分であ
るのか堤防、水路も含めて検討
が必要と思う（太田輪中の浸水に
関係する）

ご意見ありがとうございます。
いただいたご意見は、 河川整備計画（案）

に記載しておりません。
内水対策については、背後地の状況変化等

により新たな内水対策の必要な地区の河川に
ついては、内水の発生要因等について調査検
討を行い、関係機関と連携・調整し、必要に応
じて内水対策を実施することとしています。

第3章第1節第1項3
内水対策

ハガキ

木曽川、揖斐川における高潮
堤防整備が進んでいますが、建
設当時より消波ブロックが沈下
し、波消しの効果がなくなってき
ています。

もう一度消波ブロックを積み直
していただきたい。

ご意見ありがとうございます。
平常時や取水時の河川巡視や点検及び定

期的な縦横断測量調査の実施により、堤防や
護岸の沈下、損傷状況や施設の老朽化の状
況等を適切に把握し、必要に応じて所要の対
策を講じていきます。

第3章第2節第1項
1(1) 堤防の維持
管理

ハガキ

水防活動がより円滑かつ効果
的に実施できるよう水防拠点整
備の早期完成をお願いしたい。

ご意見ありがとうございます。
防災ステーション・防災拠点は河川全体の配

置を考えて設置位置を計画します。
また、迅速な復旧活動を行うため、関係機関

と連携・調整しながら、広域防災ネットワークの
構築に取り組みます。

第3章第1節第1項
4(1)① 河川防災
ステーション等の
整備
第3章第1節第1項
4(1)③ 広域ネット
ワークの構築

ハガキ

先祖代々長良川と揖斐川、大
博川に囲まれた高須輪中の一番
北の部分に住み、洪水被害の話
はよく聞かされて来ましたが、そ
の対策工事が広範囲に亘って実
施されつつあることを心強く思っ
ています。

現在、一番気になるのは近い
将来発生するであろうと言われて
いる大地震に堤防が大丈夫かと
言うことです。

特に地盤が液状化して堤防の
基礎部分が崩れるのではないか
ということです。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のあった大地震については、河川整

備計画（案）に記載しております。なお、現在の
対応状況につきましては、兵庫県南部地震と
同規模の地震に耐えられる整備が完了してお
り、引き続き揺れが大きく継続時間が長い地震
についての対応策を検討していきます。

第3章第1節第項
2(3) 地震対策の
推進
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

１．ハードな異常渇水対策を採用する場合の
条件（河川環境改善目的の便益）について

木曽川水系連絡導水路の事業化にあたって
は、徳山ダムに貯留されている緊急水を導水
路により木曽川に補給すること等により得られ
る便益を金額として算出することが困難である
ため、同等の効用を得るために代替えする施
設を建設した場合の費用を算出し、費用対効
果を算出し公表しています。また、環境への影
響に関しては、事業の進捗に応じて環境調査
を実施しているところであり、引き続き必要な
調査を実施するとともに、学識経験者による検
討会の指導助言を得ながら検討していく予定
です。

なお、費用対効果及び環境調査に関しては、
「第8回木曽川水系流域委員会」及び「第9回
木曽川水系流域委員会」において集中審議さ
れており、資料についてはそれぞれ当該委員
会の資料-6-2及び資料-3に掲載されておりま
すのでご覧ください。

２．成戸50m3/sの河川維持流量確保について
木曽成戸地点においては貯留制限、取水制

限の基準流量を50m3/sと設定してきており、こ
の運用の下で形成されている木曽成戸地点下
流の河川環境の保全に関する検討を行いまし
た。河川整備基本方針の検討にあたっては、
これらのことも踏まえ河川維持流量を設定した
ものです。なお、異常渇水時については、河川
維持流量を切り下げるているのではなく、施設
対応の上限から40m3/sと設定しており、今
後、段階的に確保する計画としています。

なお、木曽成戸地点における河川維持流量
に関しては、「第5回木曽川水系流域委員会」
において審議されており、資料については当
該委員会の資料-3に掲載されておりますので
ご覧ください。

３．河川環境の保全と社会的混乱の回避につ
いて

徳山ダムに設定された渇水対策容量の水
は、平成6年のような渇水時において河川維持
流量の一部を回復するために導水するもので
あり、都市用水の補給水として導水するもので
はありません。しかし、河川維持流量の一部を
回復しておけば、これまでも渇水による社会的
混乱が発生しそうな時に緊急避難的措置とし
て行ってきた渇水調整機能が強化でき、その
結果社会経済活動の麻痺の回避と地盤沈下
の軽減にも寄与するものと考えています。

（次ページに続く）

１．異常渇水対策は必要である
私たちの提出した意見書は木曽川

水系連絡導水路（以下、連絡導水路
という）計画の問題点を指摘すると同
時に、木曽川水系河川整備基本方
針並びに木曽川水系河川整備計画
の策定過程、策定根拠に横たわる問
題を指摘するものであった。それに
対する国交省の回答は、連絡導水
路計画が存続する限りにおいて修正
可能な指摘に応じながら、計画その
ものの存続が困難になる指摘につい
ては反論、または無視の姿勢をとっ
ている。従って、国交省の回答は、木
曽川水系において異常渇水対策が
必要である、対策として連絡導水路
を建設して徳山ダムの渇水対策容量
を使うことが望ましい、その際、連絡
導水路計画の目的である異常渇水
時の木曽川、長良川等の河川環境
の改善と愛知県及び名古屋市の新
規利水はどちらも適切である、という
立場を守り抜いている点においてブ
レはない。

国交省は木曽川水系において1994
年に経験したような既存水源施設が
枯渇する事態、いわゆる異常渇水に
おいて何らかの対策を立てることが
必要であると述べている。『利水事業
等に関するご意見』では、「木曽川流
域における降雨状況の経年変化を
見れば、今後とも平成6年のような渇
水が発生する可能性は否定できま
せん。現在の水資源開発施設だけで
は、平成6年規模の渇水が発生する
と、木曽川上流のダム群は枯渇し、
ほとんどの都市用水が取水できなく
なります。そして、既得用水の節水を
含めて渇水調整を行い、都市用水に
水を融通しても厳しい節水は避けら
れず、河川流量は干上がり、地下水
揚水量が増えて地盤沈下が進みま
す。そこで、このような状況を回避す
るための渇水対策は必要不可欠な
ものと考えています」と述べている。
私たちも異常渇水時、都市用水に対
して何らかの対策が必要であると考
えている点においては、国交省との
間に違いはない。しかし、国交省は
異常渇水対策を河川流量の回復ま
で広げて考えているのに対して、私
たちは都市用水に限定しており、異
常渇水時に河川流量の回復を図る
必要はないと考えている。従って、以
下で異常渇水対策という言葉を使う
場合、都市用水に焦点化した利水対
策に限定して使用していることを明
示しておく。（次ページに続く）
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（前ページより）
河川維持流量の回復による河川環境の保全と
社会的混乱の回避に関しては、「第9回木曽川
水系流域委員会」において集中審議されてお
り、資料については当該委員会の資料-3に掲
載されておりますのでご覧ください。

４．木曽川水系の地域的特性と異常渇水対策
の必要性について

濃尾平野は、単に渇水が頻発する地域とい
うだけでなく、日本 大のゼロメートル地帯で
もあり、H6の渇水時に見られたように、地下水
の多量汲み上げにより現在でも地盤沈下が再
発するおそれのある地域です。したがってさら
なる監視と水循環系の科学的検討を深め、健
全化を進めることが求められる一方、河川維
持流量を用いた緊急避難的措置としての渇水
調整が不可欠であり、これによる恩恵は特定
の者のみが受けるものではなく広く一般が受
けるものであると考えています。

木曽川水系の地域的特性と異常渇水対策の
必要性に関しては、「第9回木曽川水系流域委
員会」において集中審議されており、資料につ
いては当該委員会の資料-3に掲載されており
ますのでご覧ください。

５．異常渇水時における水利調整策について
取水制限流量による制約がない既得用水に

ついては、水道用水、農業用水等における取
水の実態、用水の多面的機能等に配慮しなが
ら、給水人口、受益面積、営農形態等の変化
を踏まえて、水需要を精査確認し、水利権の
適正な見直しを行い、総取水量表示等により、
水管理について関係機関と調整協議し、水利
用の合理化を進めていくこととしています。こ
れにより段階的に確保するとしている河川維
持流量の一部を回復します。

異常渇水時における水利調整や農業用水の
現状に関しては、「第5回木曽川水系流域委員
会」及び「第8回木曽川水系流域委員会」にお
いて審議されており、資料についてはそれぞ
れ当該委員会の資料-3及び資料-6-1に掲載
されておりますのでご覧ください。

（次ページに続く）

（前ページより）
２．ハードな異常渇水対策とソフトな
異常渇水対策
（１）ハードな異常渇水対策を採用す
る場合の条件

国交省と私たちの間で異常渇水対
策に関する論点がかみ合わない
大の理由は、国交省の計画が徳山
ダムに確保された渇水対策容量を、
連絡導水路を使って水源を増強する
対策、つまりハードな異常渇水対策
であるのに対して、私たちの主張が
農業用水や河川維持用水の水利調
整に基づくソフトな異常渇水対策で
あることによる。『利水事業等に関す
るご意見』において国交省は、「徳山
ダムに設定された渇水対策容量の
水を木曽川等に導水し、平成6年の
ような渇水時においても、河川維持
流量の一部を回復しておけば、これ
までも渇水による社会的混乱が発生
しそうな時に緊急避難的措置として
行ってきたように渇水調整機能が強
化でき、社会経済活動の維持と地盤
沈下の軽減にも寄与するものと考え
ています」と述べ、徳山ダムの渇水
対策容量を、連絡導水路を使って木
曽川に導水しておけば、異常渇水の
影響を緩和できるとしている。このよ
うなダム建設や連絡導水路等付帯
施設建設を前提にした水量増強によ
る対策は、異常渇水時により多くの
水を持つことができ、その点では需
要管理や限られた水の調整を前提
にしたソフトな対策よりも明らかに優
位に立つ。

しかし、異常渇水対策としてのダム
計画さらには付帯施設計画、つまり
ハードな異常渇水対策が成り立つた
めには、それによって便益を受ける
人たちが計画に伴う経済的な負担を
受け入れ、さらには予想される環境
影響を甘受することが了解されてい
なければならない。異常渇水時によ
り多くの水源を持つことができるから
といって、それが便益享受者の負担
能力を超えたり、便益享受者と費用
負担者の関係がねじれている場合、
対策は実施されるべきではないし、さ
らには見過ごすことのできない環境
影響の発生が予測される場合も、私
たちは対策の実施を思いとどまらな
ければならない。しかし、これらの点
について国交省の説明は大きなごま
かしを行い、説明を避けている。（次
ページに続く）
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2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
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（前ページより）
６．木曽川水系河川整備計画（案）について

河川の整備にあたっては、「洪水・高潮等に
よる災害の発生の防止または軽減」、「河川の
適正な利用及び流水の正常な機能の維持」及
び「河川環境の整備と保全」というそれぞれの
目的が調和しながら達成されるよう、総合的な
視点で実施される必要があると考えています。
木曽川水系連絡導水路は、河川環境の改善
及び利水導水のため必要な事業として、節水
対策や農業用水などの水利用の合理化も併
せて整備計画（原案）に位置づけました。この
施設によって、渇水による社会的混乱が発生
しそうな時には、中京圏という広域の社会経済
活動が渇水によって麻痺することを回避しつ
つ、広域地盤沈下対策という国土保全上重要
な効果を期待することができます。また、その
原案を公表後、学識者や住民の皆様からのご
意見を総合的に判断して（案）としているところ
です。

以上、中部地方整備局の考え方を述べさせ
て頂きましたが、流域委員会や公聴会の資料
等については木曽川水系河川整備計画のHP
に掲載しておりますので、ご覧いただければ幸
いです。

（前ページより）
２．ハードな異常渇水対策とソフトな
異常渇水対策
（２）成戸50m3/secの維持流量確保
は大きすぎる
国交省が連絡導水路を通じて異常
渇水時に導水しようとする徳山ダム
の渇水対策容量の本来の目的は、
木曽川、長良川等の河川環境の改
善である。そしてこの対策が成り立
つ前提は、木曽川の今渡、成戸地点
流量、特に成戸地点において年間を
通じて50m3/sec、異常渇水時
40m3/secの維持流量が必要とされ
ていることであり、私たちはこの流量
が過大であると述べてきた。国交省
は『利水事業等に関するご意見』に
おいて、「河川維持流量については、
前述のとおり、地域の総意とし歴史
的な経緯を踏まえつつ全国的にみて
標準的な手法で設定したものです。
木曽川及び揖斐川においては、その
下流域における代表的な水生生物
であるヤマトシジミを対象に、その生
息・産卵に必要な流量を検討してい
ます」と述べることによって、自らの
主張を変えていない。しかし、この説
明は、成戸地点維持流量が過大で
あるとする批判に何も答えていない
どころか、確信犯的なごまかしを行っ
ている。

まず、木曽川成戸地点における
50m3/sec維持流量の確保は地域の
総意でもなく、歴史的な経緯を踏まえ
たものでもない。少なくとも歴史的経
緯から導き出されるのは成戸
50m3/secを制限流量として扱うとい
う点のみである。制限流量と確保流
量ではその意味内容が全く異なって
おり、それでもって歴史的経緯を理
由にするのは明らかに間違ってい
る。

次に河川環境改善の指標としての
ヤマトシジミの生息・産卵に必要な流
量としての成戸50m3/secは著しく根
拠に欠けるという批判に対しても相
変わらず答えていない。そして成戸
50m3/sec維持流量は、国交省の推
定式から計算される34.3m3/sec、
10ヵ年平均渇水流量の41.2m3/sec
よりも大きな値であり、全国的にみて
標準的な手法で設定されたものでは
ない。

このように、国交省が通常時
50m3/sec、異常渇水時40m3/sec必
要であるとする成戸維持流量は、相
変わらずその根拠を提出できていな
い。従って国交省が第1にすべきこと
は成戸維持流量の適切な算定であ
り、その結果としての維持流量の切
り下げである。それによって徳山ダ
ムに確保された渇水対策容量の水
を木曽川まで導水する根拠は自ずと
減じていく。（次ページに続く）
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P26～P28に掲載）

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

（前ページより）
３．ハードな異常渇水対策の問題点
（１）根拠のない渇水対策容量の都市用水補
給水化

今回、国交省はこうした曖昧さの残る成戸
維持流量を緊急避難措置として20m3/secに
減量して、減量分の20m3/secを都市用水へ
回すという渇水対策容量の都市用水補給水
化を初めて公式に認め、それが渇水対策容
量の目的であると言い始めた。私たちはⅢ章
の渇水対策容量、さらにはⅣ章の水系総合
運用の検討の中で、徳山ダムに確保された
渇水対策容量は、異常渇水時といえども都
市用水の補給水とされることはないと述べて
きたが、ここにきて、この検討結果はあっさり
と覆されてしまった。国交省は再び渇水対策
容量を使い勝手のよいワイルドカードとして
用いるつもりである。

国交省が渇水対策容量を都市用水の補給
水として使うことができるとした理由は、『第8
回木曽川水系流域委員会－木曽川水系の
大規模事業（木曽川水系連絡導水路）－』
（以下、『第8回委員会－木曽川水系連絡導
水路－』という）（国土交通省中部地方整備
局2007b）の中で述べられている。そこでは
「導水路があれば（渇水調整の一方法）」とい
う題目のもとに「河川の維持流量の一部を確
保しつつも、必要 小限の都市用水を補給
供給しつつ、民生安定と地盤沈下の防止を
図ることもある」、「維持流量の確保も、節水
率に応じて減量する方式で歴史的に培われ
た方式」であると述べている。同様に『利水事
業等に関するご意見』でも、「河川維持流量
の一部を回復しておけば、これまでも渇水に
よる社会的混乱が発生しそうな時に緊急避
難的措置として行ってきたように渇水調整機
能が強化でき、社会経済活動の維持と地盤
沈下の軽減にも寄与するものと考えていま
す」と述べ、渇水対策容量による異常渇水時
の河川維持流量強化策がそのまま都市用水
補給策になり得ると述べている。ここで注目
すべきは、こうした利用方法が「歴史的に培
われた方式」で、「これまでも・・・緊急避難的
措置として行ってきた」策であると述べている
点である。

確かに異常渇水時に河川維持流量を減量
して都市用水の補給水とする策は歴史的に
培われてきた水利調整方式であり、そもそも
私たちが異常渇水対策として第1に掲げるも
のである（伊藤2005、2006）。また通常時の
河川自流依存農業用水、河川維持用水の確
保を目的としてダムに確保された不特定容
量を渇水時の都市用水補給水にすることも、
94年渇水時には木曽川で行われている。

しかし、決して間違ってはならないのは、わ
が国の歴史において異常渇水時の河川環境
改善を目的にしてダムに確保された渇水対
策容量を都市用水の補給水として利用したこ
とは、これまで一度もないことである。なぜな
らば、異常渇水時の河川環境改善を目的に
した渇水対策容量をダムに確保することは、
徳山ダムが初めてのケースだからである。国
交省は上述の文章において渇水対策容量と
いう言葉を使わずに維持流量の都市用水補
給水化を説明しているが、異常渇水時の河
川環境改善を目的にダム容量（渇水対策容
量）を確保すること自体がわが国初の出来事
であることからすれば、その水を都市用水へ
回すことが歴史的に培われてきた方式であ
るわけがない。このような渇水対策容量概念
のすり替え、根拠のない概念の拡大は、公
共事業計画において も慎むべきことではな
いのか。（次ページに続く）
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第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

（前ページより）
３．ハードな異常渇水対策の問題点
（２）やはり算定できていない異常渇水時の
河川環境改善目的の便益

私たちはⅠ章において、異常渇水時の河
川環境改善目的が計画として成立するため
には、「異常渇水時に具体的に影響を受ける
動植物種の影響の程度と、各種改善項目の
具体的な効果（経済的効果、非経済的効果
を含めて）が定量的に示されなければならな
い」と述べ、その上で「国交省は渇水被害ま
たはその改善効果に関する何らかの定量的
な把握を本連絡導水路事業のスタート時点
において全くしていない」、「被害額が全くわ
からず、なんとなく被害が出ているようなの
で、導水路で徳山ダムから水を持ってくる
か、新しいダムを造って水を供給するかを比
較して、導水路の方が安いからこの計画の
方がよい、ということなのである。ここには本
来の目的とすべき渇水被害の大きさを把握
するという手続きが完全に抜け落ちて」いる
と強く批判した。

これには国交省も相当こたえたようである。
『利水事業などに関するご意見』の中では、
「費用対効果については、徳山ダムに貯留さ
れている緊急水を導水路により木曽川に補
給すること等により得られる便益を金額とし
て算出することが困難であるため、同等の効
用を得るために代替する施設を建設した場
合の費用を算出して、当該便益としていま
す」と、これまでの説明を繰り返すのみであ
る。ただ、それでは答えになっていないことを
理解しているためか、『第8回委員会－木曽
川水系連絡導水路－』では、今後、ＣＶＭに
よって、瀬切れ解消など河川環境の改善効
果の測定を検討するとしている。

しかし、事業推進を掲げる組織が、しかも
既に事業計画が立てられている中で行うＣＶ
Ｍに一体どれだけの客観性があるというの
か。国交省は自らの事業計画の整合性を図
るためにもＣＶＭを実施したいのであろうが、
計画立案時にされるべき検討を、計画立案
後の客観性が担保されない状況において行
うことは全くの無駄であり、意味がない。

さらにこの問題に関連して、国交省は『第8
回委員会－木曽川水系連絡導水路－』の中
で、便益（Ｂ）／費用（Ｃ）の再計算を行い、Ｂ
／Ｃ＝1.7という値を提出している。この値は
Ⅰ章の表1にまとめられたこれまでの国交省
の計算値（1.2と1.3）よりも大きい。私たちは
Ⅰ章において「Ｂ／Ｃが1をわずかに超えるに
過ぎない点からすれば、公共事業の優先順
位としてはかなり低く、また計算次第によって
値は1を割り込みかねず、その点で本事業の
危うさを物語っている」と批判したが、今回の
再計算はこの批判から少しでも逃れるため
の措置と思われる。

しかしながら、上述のＣＶＭ同様、事業推進
を掲げる組織が計画立案後に提出した数値
には、客観性が全く担保されていない。従っ
て、こうした再計算は無意味である。（次ペー
ジに続く）
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メール

（前ページより）
３．ハードな異常渇水対策の問題点
（３）異常渇水時の河川環境改善目的
の便益のすり替え

国交省は『利水事業等に関するご意
見』の中で、「なお、回復した河川維持
流量の一部を、緊急避難的措置として
渇水調整機能の強化に用いることによ
る渇水被害の軽減としての便益は、上
水道用水だけで約3200億円と試算して
おり、また、地盤沈下の進行を防止す
ることによる浸水被害の軽減としての
便益は、約1800億円と試算していま
す」と述べることによって、異常渇水時
の河川環境改善目的だけでは支えき
れない徳山ダムの渇水対策容量と連
絡導水路計画の便益の拡大を図って
いる2）（図１）。

これまで国交省は一貫して徳山ダム
に確保された渇水対策容量の使い道
は異常渇水時の河川環境改善である
と説明してきた。私たちが国交省に問
い合わせた時も、「渇水対策容量は都
市用水の補給水としては使いません」
と明言した。しかし、それが一転して都
市用水補給策を目的に入れざるを得な
くなったのは、上述したように、異常渇
水時に河川維持流量として流すべき河
川流量の設定根拠があまりにもいい加
減で、その改善効果を定量的に示せな
かったことによる。

木曽川成戸地点に通常時50m3/sec
の維持流量が本当に必要であるのな
らば、異常渇水時にそれを40m3/sec
に減量すれば、当然被害が現れる。さ
らに異常渇水時に都市用水へ回すた
めに成戸流量を20m3/secに減量すれ
ば、より大きな環境被害が現れ、そも
そもの河川環境改善目的が崩れてしま
う。それでもあえてこのような目的の拡
大を図ろうとした本来の意図は、国交
省による説明の論理矛盾がますます
顕わになってくる中で、そもそもの設定
時点から曖昧な環境改善目的の根拠
をこれ以上明確化することは不可能で
あり、この際、河川維持流量の一部を
渇水調整機能の強化や地盤沈下対策
に利用することにした方が、理解が得
られやすいと判断したからであろう。特
に当地域の人々に、まだ心の中に残っ
ている94年渇水の厳しさを思い起こさ
せ、渇水対策容量の確保並びに連絡
導水路計画がその対策であることを強
調し、しかも後述するように費用負担は
治水範疇で処理することにより、もっぱ
ら国が担うことから、地元負担は少な
いと説明することによって、これらの事
業の支持拡大を狙ってきたのだと思わ
れる。しかし、こうした計画途中での目
的の変更・拡大には大きな無理があ
り、以下で見るような問題を発生させて
しまっている。（次ページに続く）
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メール

（前ページより）

３．ハードな異常渇水対策の問題点

（４）渇水対策容量の目的変更・拡大に伴う問題の発生

a）目的拡大に対する批判

国交省は渇水対策容量の目的を拡大することによって、徳山ダムに確

保された渇水対策容量と連絡導水路事業の正当化を図ろうとしている

が、そこには無理を重ねたことが原因となる問題が発生している。国交

省は『利水事業等に関するご意見』の中で、「木曽川水系連絡導水路の

整備により、木曽川水系においては、平成6年のような渇水時において

も河川環境の保全を図るとともに、渇水による社会的混乱が発生しそう

な時には、中京圏という広域の社会経済活動が渇水によって麻痺する

ことを回避しつつ、広域地盤沈下対策という国土保全上重要な効果を期

待することができます。このように、異常渇水対策による恩恵は特定の

者のみが受けるものではなく、広く一般が受けるものであり、また、河川

維持流量が確保されることによって可能となるものであることから、その

費用は河川管理者が負担することとしています」と述べている。

この説明に対して、私たちは次の3点から批判する。第1点は河川環境

の保全と社会的混乱の回避双方を満たすことはできないということであ

り、第2点は、異常渇水時における社会経済活動の麻痺、地盤沈下の発

生を、連絡導水路計画が実施されなければ必然的に発生すると仮定し

ていること、第3点は異常渇水対策による恩恵を広く一般が受けるもの

であると説明していることである。

b）河川環境の保全と社会的混乱の回避双方を満たすことはできない

1点目の批判は以下の通りである。連絡導水路によって導水される水

は、国交省の言う河川環境改善目的のためには木曽川を流れて伊勢湾

まで到達しなければならない。一方、社会的混乱の回避を目的とした水

は水道用水の渇水影響緩和を目的としていることから、愛知県、名古屋

市とも犬山地点で取水される。従って両目的は水利用上明らかに対立

関係にあり、同じ水で両目的を満たすことはできない。

国交省は両目的のための流量を20m3/secずつに分割することによって

両立可能なような説明をしている。しかし、それはあまりにも都合のよい

解釈ではないだろうか。あくまでも国交省の説明に従うとすれば、成戸

地点において50m3/secの流量があってはじめて効果を発揮する河川環

境改善目的は、20m3/secに切り下げられた時にはどう考えても失われ

ると考えるべきであろう。国交省は都合のよい解釈で両目的が成り立つ

かのような説明を行っているが、そこには全く根拠が提出されていない。

さらに国交省の説明には20m3/sec切り下げのタイミングが制度化され

ていない。94年渇水に経験的に当てはめられているだけである。その結

果、異常渇水時の河川環境改善目的と都市用水補給目的があらゆる異

常渇水時に両立し、有効となるような説明になってしまっている。しかし、

同一容量の水を異なる目的間で使おうとする場合、目的間の優先順位

が確定されていない限り、想定された便益は発生しない。一般に考えれ

ば、異常渇水時の社会的混乱の回避を目的にした時点から、渇水対策

容量本来の目的である河川環境の改善は劣位の目的とならざるを得な

い。また、異常渇水時の河川環境改善目的を上位目的として維持すれ

ば、都市用水補給目的が劣位に置かれることになり、国交省の説明の

ような効果を発揮しなくなる。

c）国交省による通常管理業務の放棄

2点目に対する批判としては、異常渇水時の社会経済活動の麻痺防止

策、地盤沈下防止策に関する選択肢の検討が全くされていない点を挙

げておきたい。特に地盤沈下の発生については、地下水揚水規制をは

じめ、異常渇水時の地下水管理対策を丁寧に行うことによって、その防

止を図ることができ、異常渇水の発生により、必然的に被害が発生する

わけではない。それを必要な対策を立てないまま、ただ異常渇水時に被

害が発生すると訴えるだけだとすれば、国交省は本来あの通常管理業

務を放棄する一方で、その結果として現れる被害をことさら騒ぎ立て、そ

れを前提にさらに膨大な費用をかけて対策を立てようとしていると批判

されても仕方ないのではないか。もちろん、国交省が通常管理業務を適

切に行うことによって、地盤沈下が防止される一方、異常渇水時の社会

経済活動の麻痺状況が拡大する可能性のあることは否定しない。これ

については節を改めて代替案の検討とともに述べていく。

d）便益享受者と費用負担者のすり替え

後に、異常渇水対策による恩恵は広く一般が受けるものであるとい

う国交省の説明に対して、私たちは次のように反論する。連絡導水路計

画による異常渇水対策の恩恵は愛知、岐阜、三重の東海3県、中でも愛

知県尾張地区内の末端水道利用者にほぼ限定されており、国交省の言

うような広く一般が受けるものでは決してない。わが国の水資源政策の

現状から見て、これほどの丁寧な異常渇水対策は将来にわたって木曽

川水系以外で実施される見込みは少ない。実際、福岡県や長崎県佐世

保市では、明らかに利水範疇の中で自らの費用負担を覚悟しながら、異

常渇水対策を実施している。それらの点からすれば、国交省が治水範

疇で高い補助率を適用した上で実施する異常渇水対策が、木曽川水系

の水道利用者に対してだけ限定的に提供される理由が明らかにされな

ければならない。

第8回流域委員会では、「異常渇水対応については、木曽川水系では

地域的特性が特殊だから要るのだということを、書き込むことが必要」、

「渇水対策については、中部圏の重要性、脆弱性から、全国に先駆けて

異常渇水対策が必要であるという位置づけが必要」（国土交通省中部地

方整備局2007c）という発言があり、国交省の説明を基本的に支持する

内容で意見がまとまったと聞くが、根拠が全く提示されていないこの程度

の議論で、木曽川水系の地域的特性、中部圏の重要性、脆弱性がどれ

ほど国民から理解されたと言えるであろうか。流域委員会が国交省のこ

のレベルの説明を何の疑念を挟むことなく支持してしまう姿勢を見ると、

流域委員会の性格が改めて問われてこざるを得ない。

国交省は今回の問題のきっかけとなった徳山ダム計画において、渇水

対策容量という、わが国で他に例を見ない概念を作り出し、連絡導水路

計画を含め、これらを治水範疇に押し込むことによって東海3県の地元

負担を大きく減じる行為をとった。これにより、本来ならば東海3県の末

端水道利用者にゆだねられるべき計画実施の判断が全くされないまま、

徳山ダム計画の修正並びに連絡導水路計画の実施が決定されている。

そしてこのことは同時に、私たちの税金の使い道のあり方をめぐる議論

を大きく後退させ、国内の地域間における税負担関係にゆがみを発生さ

せてしまっている。

国交省は、目的を失い、行き先もなく漂う徳山ダム計画をつなぎとめる

ために、自らの権限が容易に及ぶ治水範疇にできる限り計画を押し込

むことによって徳山ダム事業の存続を図り、連絡導水路計画を成立させ

てしまった。恐らくそうした権限行使における傲慢さが一方で「河川管理

者がその費用を負担する」という、国民が税を負担しているという根本の

理解を忘れた発言となって表れてくるのである。（次ページに続く）
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メール

（前ページより）
４．ソフトな異常渇水対策の有効性
（１）異常渇水時における水利調整策の有効性

私たちは木曽川水系において異常渇水対策が必要で
あると述べた上で、河川自流依存農業用水、河川維持用
水との水利調整策を提案する一方、徳山ダムの渇水対
策容量、連絡導水路による策を批判してきた。しかし、国
交省は『第8回委員会－木曽川水系連絡導水路－』の中
で、「1994年の渇水では、木曽川の上流ダム群が枯渇
し、河川流量がゼロを記録するなど、維持流量を大幅に
下回る厳しい状態が約2ヶ月継続した」、「連絡導水路が
ない場合、仮に河川維持流量を切り下げても取水できる
川の水がほとんどない」、「既得農業用水の取水を半分
にして都市用水に補給したとしても、都市用水の厳しい取
水制限の大幅な改善ができず、河川の維持流量の部分
的な回復もできない」と述べ、94年規模の異常渇水時に
は徳山ダムの渇水対策容量、連絡導水路が不可欠であ
ると説明している。また、この説明の根拠として、2015年
のフルプラン需要予測を前提に水源ダム等の取水・貯留
制限流量を現状のまま維持したシミュレーションを行って
いる。

国交省の行ったシミュレーションには、以下で述べるよ
うに多くの問題が存在する。残念ながら私たちは再シミュ
レーションをかけて定量的な根拠をもって批判するだけの
時間を確保できておらず、その点でこれから述べることは
定性的であるという批判を甘んじて受けるつもりでいる
が、それでも以下の主張は可能である。

まず第1に、シミュレーションは木曽川水系フルプラン
2004において基準年となった2000年から2015年に約
9m3/sec増加すると予測された都市用水需要を前提に
行っているが、2000年から、現在、 新データとして知る
ことのできる2005年までの間に、フルプラン地域の都市
用水需要は増加どころか減少傾向を示している。国交省
は『利水事業等に関するご意見』の中で、「現時点におい
ても、水需要が減り続けると言える状況にはなく、･･･現時
点において平成16年に全部変更された木曽川水系にお
ける水資源開発基本計画を見直す必要はない」と述べる
が、富樫（2007）によれば、2000年から2005年の5年間に
都市用水需要は約5m3/sec減少しており、全体の需要量
が60m3/sec程度においてこの値は決して小さくない。ここ
で水需要論争をするつもりはないが、少なくともシミュレー
ションの前提に 新データを入れないと、説得力のある
予測を行うことができないことは確かである。私たちはこ
れから2015年にかけてフルプラン地域の都市用水需要
はさらに減少すると考えるが、国交省の増加予測に配慮
して、今後、2015年まで都市用水需要に増減がないとす
るにしても、シミュレーションの前提とした2015年都市用
水需要は、国交省の予測値よりも14m3/sec、約20％少な
い値で計算する必要がある。この点で国交省のシミュ
レーションは明らかに予測される被害を過大化している。

次に、国交省のシミュレーションは河川自流依存農業用
水、河川維持用水との水利調整を原則として行わず、水
源ダムの枯渇が見えてくる段階になってはじめてそれらと
の水利調整、つまり既得水利権の節水を行うとしている。
これに対して私たちは、ダム依存水利権が節水を開始す
る時点からの河川自流依存水利権の節水、つまりダム依
存水利権と河川自流依存水利権の恒常的な統合運用を
前提にした節水対策をすべきと考える。さらに今渡、成戸
両制限流量はどちらも過大流量であることから、両制限
流量ともできる限り早い段階での切り下げ、将来的には
恒常的な切り下げを行うべきである。特に今渡の冬期制
限流量には何の根拠もないことから、今すぐに切り下げ
を行うべきであり、成戸制限流量も年間を通してその根
拠が薄弱であることから、さらなる検討を行うにしても、基
本的に切り下げの方向で考えるべきである。

こうした私たちの提案に対して、国交省は「連絡導水路
がない場合、仮に河川維持流量を切り下げても取水でき
る川の水がほとんどない」、「仮に既得農業用水の取水を
半分にして都市用水に補給したとしても、都市用水の厳し
い取水制限の大幅な改善ができ」ないと否定的である。し
かし、94年渇水では既に渇水が深刻化していた7月でさ
え、木曽川平均流量は成戸地点で約40m3/secあった。
従って、7月時点から河川維持流量の切り下げが行われ
ていれば、94年渇水はあれほど深刻化することはなかっ
た。また、既得農業用水の水利調整だけでは94年と同レ
ベルの被害が出るという指摘に対しては、河川維持流量
の通常時、または早い段階からの切り下げ、河川自流依
存水利権とダム依存水利権の恒常的な統合運用の実
施、さらには都市用水需要予測の適切な修正を行うこと
によって、予想される渇水被害を94年実績よりも大きく緩
和することができると考えている。そしてそれでも残る被
害があるとすれば、それは自然現象を相手にしている限
り避けることのできない被害として甘んじて受け入れるべ
きである。

私たちの提案する異常渇水対策において、残された国
交省からの批判は、異常渇水時に河川維持流量を確保
しなければならないのにそれを無視している点に尽きよ
う。しかし、この点については既に何度も述べてきたよう
に、国交省が異常渇水時に河川維持流量が必要である
とする根拠には全く説得力がない。さらに私たちは、異常
渇水時に河川流量の減少することは1つの自然であり、こ
のことを問題とすべきではないと考えている。逆に国交省
が適切な根拠を提出できないまま河川維持流量の確保
を主張する理由は、ダム・河口堰の建設を推進するため
に過ぎないと考えている。（次ページに続く）
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第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

（前ページより

）４．ソフトな異常渇水対策の有効性

（２）農業用水管理に求められる柔軟性

私たちはⅤ章において、「特に異常渇水時の対策を考えていく

際に河川自流依存農業用水団体の協力を得ないまま行おうとし

ている現在の姿勢は致命的である。河川は国交省と農水省のも

のではない。両省が対立的に河川問題を捉えている限り、将来に

向けての持続可能な渇水対策は決して生まれない」と批判した。

またⅣ章でも流域委員会での発言を引用しながら、農業用水の

協力を得た異常渇水時の水利調整策の必要性を述べた。

これに対して国交省は『第8回木曽川水系流域委員会－農業用

水の現状－』（国土交通省中部地方整備局2007a）の中で、「濃尾

用水地区は都市化・混住化により農地は減少し、受益面積は昭

和49年より30年間で約6,200ha減少し、10,514haとなっているが、

取水総量は増加傾向であり、特に水路の末端地区においては、

平常時においても番水や応急ポンプによる再利用を実施している

現状にある」と述べ、受益面積の大幅な減少にも拘らず、農業用

水取水量が減少するどころか増加している状況を説明し、農業用

水を利用した異常渇水対策の困難さの理由にしている。

また、農地面積が大幅に減少しているのにも拘らず取水量が増

加している理由として、農地の減少がスプロール的であり、水路

維持用水等の配水管理用水が必要、灌漑期間中に農地から補

給される地下水量の存在、非灌漑期の地下水位低下を回復させ

るための灌漑初期用水が大量に必要、営農形態の変化に伴い従

来より用水補給期間が長期化、圃場整備の進展に伴う減水深の

増加、反復利用の減少による用水量の増大、地区内河川等から

の用水供給能力の低下、を挙げている

（国土交通省中部地方整備局2007b）。

ここに掲げられた理由は、それぞれ農業用水取水量が減少しな

い現実を説明していると思われる。私たちはそれを否定しない。し

かし、これらの説明は、私たちが異常渇水対策で行った説明以上

に定性的である。これまで農業用水が河川水利秩序の維持等に

大きな貢献をしてきたことに対して敬意を払う必要はあるが、それ

でもって農業用水が河川流量に巨大な水利権を保持し、大量取

水を続ける理由にはならないと考える。

ここで改めて事実関係を確認すると、濃尾平野地域では木曽川

河川自流のほとんどの取水権利を有している農業用水において、

灌漑面積が大幅な減少を示しているにも拘らず、取水量は逆に

増加傾向を示している（図2）。国交省はつい 近までこれを問題

として認識してこなかった。そして、流域委員会内での個別委員

からの指摘、意見書による批判等によって、ようやく問題として認

識した。そして『利水事業等に関するご意見』の中で、「既得農業

用水について、かんがい面積が大幅に減少しているにもかかわら

ず取水量が減らないことについては、その後の流域委員会でも審

議していただいており、河川整備計画原案（案）の中でも次のよう

に踏み込んだ記述にしております…（2）水利用の合理化 取水制

限流量による制約がない既得用水については、都市用水、農業

用水における取水の実態、用水の多面的機能等に配慮しつつ、

給水人口、工場生産設備、受益面積、営農形態等の変化を踏ま

えて、水利権の適正な見直しを行い、水利用の合理化を進める。

これにより維持流量の一部を回復する」と述べ、水利用合理化の

面から農業用水問題を河川整備計画に位置づけたことを説明し

ている。

しかし、これで農業用水問題が解決したことにはならない。農業

用水には使用量に応じた費用負担システムが存在しない。従っ
て、末端水使用者は自らの負担する費用とは関係なく水を使うこ

とができ、それが結果的に農地減少の中での取水量増加をもたら

している。ここに農業用水の根本問題が存在する。かつて農業水

利分野において水資源の有効利用が叫ばれ、農業用水の量水

制の議論が盛り上がったことがあった。しかし、それはいつの間

にか消え、農業用水水利権は既得権化し、不可侵の領域と化し

ていった。このような状況に陥った理由にはいろいろ考えられる

が、 大の理由はわが国の河川管理における公水主義の貫徹で

ある（伊藤2005）。公水主義は水利権の許可権限を有する国交省

が、水利用が合理的であるとする判断を前提に成立している。こ

のことは『利水事業等に関するご意見』の中で国交省が「許可さ

れた水利権については、その目的を達成するために必要な限度

で取水できるものであり、水利権の範囲内であっても不必要な量

まで取水することは許されないことです」と述べていることからも

明らかである。

しかし、このような公水主義を前提に成立している現行の水利

権許可制度は、上述したように農業用水内部において相当の幅

を有した水利用を認めており、その結果が灌漑面積の大幅減少

の中での農業用水使用量の増加をもたらしてきた。長良川河口

堰、徳山ダム、さらに新丸山ダムや連絡導水路を次々と建設しな

ければならない理由が、異常渇水時の都市用水補給や河川維持

流量の確保であり、河川自流依存農業用水の取水量増加がそう

した状況を招いている 大要因であるのならば、国交省は本来、

水利権許可者として農業用水利用の中身を問い、その取水量抑

制を図ってこなければならなかったはずである。

そうした現実の水利用に内在する問題を問うことなく、ダム・河

口堰を造り続けてきたとすれば、国交省は本来の通常管理業務

を放棄し、その結果の被害を前提にさらに膨大な費用を要する対

策を立てようとしていると批判されても仕方ない。異常渇水時に河

川流量が枯渇して、木曽川に瀬切れが発生すると国交省は言う

が、何度も述べてきたように、その原因は河川自流依存農業用水

による取水量の増大と自然現象の相互作用によるものである。

従って、異常渇水時の河川環境改善を果すためには、第1に国交

省が本来の通常管理業務を行うことによって農業用水による取水

量増加を問題として捉え、その上で農業用水の取水抑制を含め

た水利権管理を適切に行うことが何よりも必要である。連絡導水

路の検討はその後であり、決してその前にすべきものではない。

（次ページに続く）
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－（前ページより）

５．木曽川水系河川整備計画（原案）の根本的な批判

流域委員会における10回の審議を経て、2007年11月28日、国交省

は「木曽川水系河川整備計画 原案」（国土交通省中部地方整備局

2007d）を公表した。その内容については、問題点を中心にではある

が、既に本書で繰り返し紹介してきたことから、ここではこれ以上触れ

ない。以下では木曽川水系河川整備計画（原案）の枠組みに関わる

問題点を3点指摘する。

（１）財源計画がない河川整備計画

第1点は河川整備計画の実施に伴う財政面に関する議論が全くさ

れていないことである。木曽川水系河川整備計画は木曽川水系の今

後概ね30年間の具体的な河川整備の目標や河川整備の内容を示す

ものである。従ってそれは当然のことながら、わが国の今後30年間に

おける税収の推移を適切に予測し、そのうちのどれだけが河川整備

に振り向けられ、さらにどれだけが木曽川水系に配分されるべきかが

考慮されていなければならない。そうした財政面の議論がベースにな

い限り、河川整備計画がどれだけ充実した内容になっていようと、絵

に描いた餅に過ぎない。

この点において興味深いデータが国交省から出されている。図3は

『国土交通白書2006』（国土交通省編2006）の中で、一定の前提の下

に将来的な公共事業投資額を予測したものである。ケース1は公共

投資額が対前年比±0％の場合、ケース2は対前年比において国が

－3％、地方が－5％の場合の予測を示している。これを見ると、国交

省は今後4半世紀の展望において、決して楽観的な予測を立ててい

るわけではないことが明らかになる。2つの予測のうち、より楽観的な

ケース1でさえ、2010年代後半から急激に公共施設の更新費が増加

し、新設費は著しい制約を受けることが示されている。予測が悲観的

なケース2では、2020年頃に施設更新費の急増を迎えると同時に新

設費がなくなり、施設更新費についても手当できなくなることが予測さ

れている。

これらの予測の意味することを適切に理解すれば、現時点におい

て既に私たちは真に必要な事業を除いて、新規の公共事業計画を進

めていくことを控えなければならない時期に入っている。そしてＢ／Ｃ

が1をわずかに超える程度の連絡導水路計画は、私たちにとって真

に必要なものであるという説明に明らかに失敗している。

（２）需要管理の発想がない河川整備計画

木曽川水系河川整備計画（原案）の2番目の問題点は、需要管理の

発想が全くないことである。木曽川水系はこれまで何度も大きな渇水

に遭遇しながら、水道用水、農業用水団体等において渇水対策が真

剣に検討されてきたとはとても言えない。

その 大の理由は、当地域は表面的には渇水を経験するものの、

明らかに水資源に恵まれており、異常渇水に陥ったとしても何らかの

対応をとることができると、ほとんどの関係者が考えていることによ

る。

さらに当地域は長良川河口堰、徳山ダムという、水資源計画上破綻

した巨大水源施設を2つも抱えているために、農業用水をはじめとす

る既存水利権の合理化や通常時の水需要抑制を目的とした水需要

管理対策への誘引が全く働かず、結果的に水の浪費的利用、言い換

えれば内なる水あまりに手をつけることなく、ひたすら外延的に水源

増強を目指す方向でしか舵を切ることができない。つまり、どのような

水利用であろうとも、それを保障し支えるための水源を確保するとい

うのが、当地域の偽らざる姿なのである。

そして、それを支えるために膨大な国費を使い、本当にダム等を建

設しても異常渇水対策を立てる必要のある地域への資金だけでなく、

より重要性の高い他の公共政策へ廻すべき国費を奪い取っているの

である。

（３）ダム・河口堰建設に伴う環境影響についての理解がない河川整

備計画

3番目の問題点としてダムや河口堰建設に伴う環境影響について

の理解が全くないことである。私たちはⅠ章において、「ダムや河口

堰は河川生態系を根本から破壊する。現在、わが国に限らず、世界

的にダムや河口堰といった河川に関わる巨大公共事業が批判されて

いる 大原因の1つに環境影響があることは疑いようのない事実であ

る。従って本連絡導水路事業のように、ダム建設を前提にして河川環

境を改善するというのは言葉の意味からして矛盾している。いかにダ

ムや河口堰を造らないようにするか、また、造ってしまったダムや河

口堰の環境影響をいかに軽減するかが問われているのであり、ダム

を造って環境改善を図ろうとする事業に、環境改善という目的は全く

もって不適切である」と批判した。

しかし、今回提示された木曽川水系河川整備計画（原案）には、長

良川河口堰や徳山ダム建設に伴う環境影響を指摘する部分がない。

ダム・河口堰建設に伴う環境影響には目をつむり、自然現象から発

生する河川流量の減少に対してはことさらに騒ぎ立てる。残念なが

ら、これが国交省の今の姿なのであり、それを見事に体現したのが木

曽川水系河川整備計画（原案）である。
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第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

ご意見ありがとうございます。
木曽川水系連絡導水路の事業実施にあたっ

ては、学識者の意見を聞いて、環境への影響
低減に努めます。

「木曽川水系河川整備計画（原
案）」に対する意見
岐阜市で生まれ育ち長良川をこ
よなく愛する市民の立場から、第
３章にある「木曽川水系連絡導
水路の建設」について意見しま
す。

同計画は市民の要望ではあり
ません。長良川に流される平常
時毎秒0.7 の水は、名古屋市工
業用水となるものです。長良川は
工業用水の導水路の役割を果た
すことになりますから、水質状況
に関係なく流されることでしょう。
徳山・横山ダムなどで長期間滞
留した水が長良川の水質、生態
環境を大きく悪化させることは明
らかです。渇水時には毎秒4.7 
の水が長良川に導水されます。
原案では、「平成６年規模の大渇
水で、忠節地点で毎秒11 の河
川流量を確保する」としています
ので、長良川が水質的に一番厳
しいとき、その３分の１以上が徳
山ダムの湖底から流れてくる水
になるという悲惨な状況になりま
す。長良川の環境を悪化させるこ
とが明らかな同計画を認めること
はできません。

なお、私たちは、木曽川水系連
絡導水路建設計画により徳山ダ
ムの水が長良川に流されようとし
ていることに、大きな不安と疑問
をもち緊急に別紙１のようなチラ
シを市民に配布するとともに別紙
資料２のような新聞意見広告を
出し２００８年１月１６日、市民有
志の主催で学習会を開きました。

会場には、私たちの予想をはる
かに超える約170名の市民が参
加し、熱心な学習と討論が交わさ
れました。そこで、明らかになった
のは、①計画の内容が市民に知
らされていないこと。②長良川へ
の放流が市民の要望ではないこ
と。③放流される徳山ダムの水
が、長良川の水質や環境に少な
からぬ影響を及ぼすことが予想
されること。等です。そこで、別紙
３のような「アピール」を市民に行
うとともに、本日（１月１８日）岐阜
市役所を訪問し要請を行ってま
いりました。

公聴会会場
持参
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－ご意見ありがとうございます。
長良川の洪水防御は上流にダム建設の適

地が少なく、河道の受け持つ流量が大きいた
め、長良川下流部では他の方法と比較して
も優れた方法である川底のしゅんせつにより
洪水を流下させることにしました。

長良川河口堰は、川底のしゅんせつにより予
測される塩害を防止する役目をもっていること
をご理解いただきたいと思います。

平成16年10月洪水では大臣管理区間におい
ても計画高水位を超える戦後 大洪水が発生
しました。

この洪水を安全に流下させるため目標流量
を忠節で8100m3/sに変更しました。

河道整備による流下能力の確保は、河口堰
に合わせて行う浚渫や伊自良川合流点付近
の河道拡幅及び今後行う岐阜市域での河道
掘削で対応することとしておりますが、その上
で、長良川上流域において遊水地の整備が必
要となっています。ご理解願います。

木曽川水系河川整備計画（原
案）に対する意見
意見
１．３－７②遊水地等の整備につ
いて

遊水地をつくるなら、長良川河
口堰を廃止すべきだ

遊水地をつくることは長良川河
口堰の無意味さを事業が自ら示
すもの

長良川河口堰の第１の目的は
洪水を防ぐ治水である。ところが
河口堰が運用されているにも関
わらず、更に新たに遊水地の必
要を謳うことは、矛盾している。

つまり長良川河口堰は洪水防
止に役立たないこと、事業者自ら
が認めたことである。長良川河口
堰は無意味な施設だとの証明で
ある。

遊水地の必要性は否定しな
い。長良川下流域に幾つかつくる
ことを検討すべきだ。

だが、同時に洪水を防ぐことが
できず、河川環境を悪化させ環
境対策を取らざる得ない状態だ
と建設者自らが認めざるを得なく
なった長良川河口堰を廃止すべ
きだ。公聴会会場

持参
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のような意見も踏まえて流域委員会で

議論されました。
その上で、木曽川水系連絡導水路は河川環

境の改善及び利水導水のため必要な事業とし
て、節水対策や農業用水などの水利用の合理
化も併せて整備計画（原案）に位置付けまし
た。その後、学識者や住民の皆様からのご意
見を総合的に判断して河川整備計画（案）とし
ています。

ご理解願います。

導水路計画について
１）１－２３

木曽川水系連絡導水路の実施計
画は認められない

徳山ダムの水の使い道が無いとの
批判を回避するために、洪水防止目
的で遊水池が必要と事業者自身が
計画している長良川に徳山ダムの水
を導くことは、無駄で無意味で長良
川の環境を悪化させる恐れが十分
予測される。よって長良川への導水
計画は認めない。同じ理由で、木曽
川への導水も認めない。
２）長良川への導水目的は欺瞞であ
り、認められない

長良川への導水目的を動植物の
育成へとしているが、これは欺瞞で
ある。

導水がヤマトシジミやアユへの影
響を軽減するとの目的は本末転倒で
ある。

長良川の水質悪化、動植物への影
響の根元である、長良川河口堰を撤
去すべきだ。
第７回徳山ダムに係る導水路検討委
員会配付資料「木曽川水系連絡導
水路の効果（河川環境の改善効
果）」には、「動植物の育成への影響
を軽減する」とある。事業者自らが長
良川河口堰によってヤマトシジミやア
ユの育成に影響が出ていることを認
めたものである。導水によって育成
への影響を軽減するのは本末転倒
である。動植物の育成への影響の根
元である、長良川河口堰を撤去すべ
きだ。
３）導水路計画による岐阜県民の税
の二重負担は認められない

導水路計画により岐阜県民は国の
税金分の費用と、県の負担という二
重負担を強いられる。しかも、長良川
河口堰にる水質の悪化、動植物の
生育の悪化を、徳山ダムの水で改善
する等本末転倒の負担は、到底認
められない。
４）導水路計画は費用が膨大化する
の必定であり、認められない

導水路計画は直径４ｍのトンネル
を全長約43kmにわたり建設する計
画という。トンネルの掘削口は６ｍ弱
のものになるだろう。導水路計画の
場所周辺は断層（活断層以外）亀裂
が無数に存在し、亀裂はミズミチを伴
うものも多数あることは容易に想像
できる。こうした地域を43kmもトンネ
ルを掘削することは困難を伴うことは
常識で、調査してもしきれない亀裂
や断層破砕帯が必ず存在する。した
がって、必ず費用が増大し、追加負
担を強いることになる。よって導水路
計画は認められない。

公聴会会場
持参
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ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

ご意見ありがとうございます。
木曽川水系連絡導水路のルートについて

は、河川環境の改善効果や利水補給効果及
び経済性等を総合的に検討し、現在のルート
案としています。

ルートの検討にあたっては、既存の河川や水
路の利用も含めて行っていますが、断面不足
や通水時の点検等、様々な問題があります。
ご理解願います。

木曽三川水系河川整備計画にお
いて治水事業は河道掘削等施され
る事により今以上の安全な生活が出
来ると思われます。利水事業におい
ては、三河知多方面における渇水期
の水不足は早急な対策が必要とさ
れ、今事業計画における導水事業計
画を促進しなければいけません。問
題は導水ルートにあります。20世紀
に多くの人達が考え出来た施設、又
出来てしまった施設等の活用及び一
般国民が理解出来やすい事業を望
みます。
※導水管埋設事業計画の見直しの
内容とし
(１)岡島頭首工上流部より総量20 
/s導水の内 根尾川（大坂住友セメ
ント本巣工場上流部）へ4.7 /s放
水、その内藪川へ少なくとも2 /sは
流れてほしい。
(２)長良川への直接放水はやめるべ
きです。導水管は今渡りまで埋設せ
ず、岐阜市千疋より各務原用水取入
口へ直接導入する。
(３)(２)が無理な場合は、岐阜市古津
よりサイホンにて市道ミイゾ川原畑
線県道三輪川島線を通し、各務原用
水から新境川へ放水する。
(４)犬山頭首工より導水している羽島
用水（現在は５～９月6.5 /s、10月
～４月3 /s）の水量は１年を通し1.5
 /sとする事により、愛知用水へ５
月～９月にかけ5 /s、10月～４月は
2 /s増水する。
(５)新境川増水量の内５月～９月は
羽島用水に5 /s放水し、10月～４
月は境川流域には1.5 /s放水羽島
用水に1.5 /s放水する。
(６)新境川導水量15.3 /sの内木曽
川放水量は５月～９月にかけ10.3 
/s、10月～４月は12.3 /sとする。
(７)新境川導水は環境楽園の水活用
促進と浄化活動に使用後馬飼頭首
工より海部幹線水路にて三河知多
方面に導水する。
(８)境川流域放水は日野ポンプ場よ
り冬場導水する1.5 /sと共に流域
の水質浄化をし長良川へ放水する。
(９)長良川、揖斐川へ導水量 ５月～
９月9.7 /s、10月～４月出来れば7.7
 /sになると思います。この水を長
良川河口ぜきより愛知県へ導水す
る。
(10)現在計画が進められている丸山
ダム嵩上事業が完了する事により愛
知用水の水不足は阿木川ダム・味噌
川ダム・牧尾ダム・岩屋ダム等の補
水により安定するのではないか。

以上導水事業の予算減及び完了
後の管理運営費及び国交省各河川
出張所位置等も考え再度調査お願
いします。

公聴会会場
持参
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頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

公聴会会場
持参

河道掘削に伴う環境整備につい
て

掘削作業により水辺生物は一
時的に激減します。事業完了後
又生息出来る環境がととのって
いれば10年～15年で確認出来る
範囲の繁殖があると思います。
施工に当り復元かのうな計画と
前後の調査お願いします。

後に、私達はその時代時代
に川との係わりの中で文化、産
業を生み出して来ました。又その
時々多くの人達が未来の川づくり
にかかわり、現在の川がありま
す。今回21世紀未来の川づくりス
タートラインに参加出来る事が出
来、感謝と共に次々世代の人達
又生物が必要とする川に一歩で
も役にたてればと思います。

ご意見ありがとうございます。
P3-1河川の整備の実施に関する事項に

「・・・緊急性に配慮しながら、費用と河川整備
により得られる効果・影響を考慮して計画的に
河川整備を進めるとともに、調査・計画・施工・
維持管理を一連のシステムと捉え、モニタリン
グ、評価を行い、必要に応じて計画、施工、維
持管理にフィードバックする。」と記載しており、
河川工事による周辺への影響等を踏まえ、必
要に応じて調査を実施していきます。

また、河川は多様な機能をもち、人々に安ら
ぎと憩いを与え、水利用を可能にします。この
ように、治水、環境、利水が全体として調和し
て、川らしい姿となるものと考え、このような目
標で河川の整備を進めていきます。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

整備計画（原案）は、基本的に
は賛成ですが、特に配慮してい
ただきたいということにつきまし
て、下記の３点を要望したい。

－ －

外来魚について、どの程度いる
のか。また、駆除するためにはど
ういう方策があるか。そういった
検討を市民も巻き込んだ形で検
討をお願いしたい。

駆除には大変難しい部分があ
ると思いますが、これから研究す
るという部分においてぜひともご
配慮いただきたい。

自然再生事業等にあわせ外来種の防除方
法や検討会等の設置、また、地域住民等との
連携などについても、検討していきます。

なお、ご意見をふまえ、P3-1河川の整備の
実施に関する事項に「加えて、必要に応じ学識
者の知見を踏まえるとともに、地域住民や関係
機関と情報の共有を図りつつ実施する。」と河
川整備計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章第1節第3項
1 河川環境の整
備と保全
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

堤防道路の管理は、道路管理
と河川管理を一元化することで、
安全な堤防道路をつくっていただ
きたい。

堤防は、河川の氾濫による洪水の浸水など
を防ぐための施設で、河川法に基づき管理さ
れています。一方、道路はその堤防を利用し
た施設で、道路法に基づき管理されていること
から、一元化することはできませんが、今後も
道路管理と連携調整を図りながら効率的な管
理に努めていきます。

第3章第2節第1項1
（1） 堤防の維持
管理

堤防除草のコスト低減策とし
て、野焼き、刈取草の現場焼却
の復活を希望する。

野焼きについては、地球温暖化等の環境問
題、地方自治体の意向をお聞きし年々減少し
てきています。

除草における刈草の処理については、環境
負荷の少ないリサイクル、及びコスト縮減に努
めていきます。

第3章第2節第1項1
（2） 堤防除草

公聴会
（岐阜会場)

公述人1
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木曽川では、一昨年からとうと
う川底が現れるようになってしま
い、川が干上がってしまわないこ
とが地域住民の願いであり、なぜ
こんなふうになってしまったのか
根本的なことをよく考えてとにかく
早急に水を確保してほしい。

流水の正常な機能の維持のため、新丸山ダ
ムの建設や、異常渇水においても河川環境の
改善を図るため、徳山ダムに確保された渇水
対策容量の水を導水する木曽川水系連絡導
水路を整備するとともに、水利用の合理化を
推進し、維持流量の一部を回復します。

第3章第1節第2項2
（1） 河川環境の
改善

広い砂浜であった場所が河畔
林で埋めつくされてしまい、堤防
からも全く川が見えなくなってし
まった。河畔林を伐採することは
簡単であるが、根本的な原因を
直さないと無駄なお金を使うこと
になるので、原因を明確にして河
畔林対策をやっていただきたい。

原因としては、河床低下、澪筋の固定化など
が考えられます。

伐開後の樹木についてはモニタリングを実施
し、樹木管理を適正に行います。

第3章第2節第1項3
（2） 樹木の維持
管理

笠松町は堤防を造るために250
戸が移転し、行政に協力した。時
代の流れとともにシャッターの街
になってしまった。皆が利用でき
る河川敷になるよう、住民の声を
聞いて進めて欲しい。

自然を保全する場所、利用を促進する場所
など地先毎の目的にあわせた整備を行います
が、地域の方々が利用しやすくなるよう配慮し
ていきます。

－

行政だけではなく、市民が入る
ことによって、よいアイディアで生
物と共存できるよい流域ができる
のではないか。

ご意見をふまえ、P3-1河川の整備の実施に
関する事項に「加えて、必要に応じ学識者の知
見を踏まえるとともに、地域住民や関係機関と
情報の共有を図りつつ実施する。」と河川整備
計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

徳山ダムのすばらしい景観及
び流域のすてきな景観を残しな
がら、利水や環境保全をし、世界
に誇れる貴重な水というのを活
かしたい。

引き続き、河川環境に配慮し、安全・安心の
ため、河川事業に努めてまいりますので、ご理
解・ご支援をお願いいたします。

－

公聴会
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徳山ダムは揖斐川流域住民の
安全安心を得るために、利水治
水が 優先されるべきであり、こ
れからは徳山ダムの水量におん
ぶができて、また安心して利水さ
せていただけるのではないかと
期待している。

今後とも適正な水利用と安定供給に努めて
まいります。

－

導水路計画は、余剰水の範囲
で互いに助けあって利用する分
においては道義的観点から理解
できる。

水系総合運用に向け、木曽川水系連絡導水
路の整備を進めて行きます。

－

できるだけ早く水力発電の開発
に向けて進んでほしい。

頂いたご意見は、施設管理者である水資源
機構や電力関係者に情報提供します。

－

徳山ダムの完成によって、過去
洪水被害にあっていた地域が均
等に守られるような気がしますの
で、今後とも整備を継続して我々
が安心・安全で生活できるように
お願いしたい。

揖斐川においては、戦後 大洪水となる洪
水と同規模の洪水が発生しても、安全に流下
させることを目標としており、徳山ダムの完成
に加えて、引き続き必要な水位低下対策、堤
防強化等を実施して、地域住民の皆様が安
心・安全に生活できるように事業を推進してい
きます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項

公聴会
（岐阜会場)
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不必要で弊害の大きい木曽川
水系連絡導水路に予算を獲られ
て、必要な治水事業が遅延する
ことの懸念

河川の整備あたっては、治水・利水・環境が
調和されながら達成されるよう、総合的な視点
で実施することを考えており、必要な治水対策
と併せ、利水・環境面から重要な木曽川水系
連絡導水路の整備を進めていく考えです。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第3章第1節第2項2
（1） 河川環境の
改善

河川の整備あたっては、治水・利水・環境が
調和されながら達成されるよう、総合的な視点
で実施することを考えています。木曽川水系連
絡導水路は河川環境の改善及び利水導水の
ため必要な事業として、節水対策や農業用水
などの水利用の合理化も併せて河川整備計
画（原案）に位置付けました。その後、学識者
や住民の皆様からのご意見を総合的に判断し
て河川整備計画（案）としています。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
第3章第1節第2項2
（1） 河川環境の
改善

国交省が木曽川水系整備計画の
策定をこんなにも焦って急いでいる
のは、非常に問題の大きい新規事業
である木曽川水系連絡導水路建設
を何よりも優先しているからです。

この導水路事業は有害無益な事業
だと考えています。有害であることの
理由の一つは導水路事業が優先さ
れることによってほかの治水事業が
遅れるということです。

こうした特殊な建設事業があると、
「さっさと完成させないと事業費が膨
らむ。だからほかを削っても優先する
んだ」という論理が働きます。この具
体の例を大垣市西部の水害常襲地
域荒崎地区というところの水害と、
2004年度徳山ダム建設事業費増額
の問題ではっきりと見てとれます。牧
田・杭瀬の合流点の改修事業の事
業費を削って徳山ダムにほうり込ん
だ、これが現実です。

岐阜県の河川整備状況をみると、
大臣管理区間や県管理区間に危険
なところがあります。

お金の面では、国からの補助がな
いと岐阜県は何もできないというの
が現状です。

また、河川環境の保全というのは、
非常に重要だと思っています。

だからこそ、この連絡導水路事業
に反対します。河川管理の一番の重
要問題は流域に暮らす人の安全だと
信じています。だからこそ、必要もな
い、害が大きい木曽川水系連絡導水
路に予算を取られてしまうこのような
河川整備計画(原案)には強く反対い
たします。

公聴会
（岐阜会場)
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整備計画（原案）については、
概ね賛成である。

河川整備基本方針に示された将来計画に向
けて、段階的に安全度を向上する計画目標等
により計画的に整備を進めていきます。

第2章 河川整備
計画の目標に関す
る事項

河道内の樹木が樹林化してお
り、洪水時にはゴミの堆積場所に
なっており、また心ない人の不法
投棄の場所となっているので、検
討委員会を設けて、地元を含め
ながら河畔林について検討して
ほしい。

治水上や河川管理施設等に影響を与える樹
木については、環境に配慮し、伐開等を実施し
ていきます。伐開後の樹木については、モニタ
リングを実施し、樹木管理を適切に行います。

第3章第2節第1項3
（2） 樹木の維持
管理

外来種についても、是非検討委
員会を設置していただいて、河川
ごとにどういう方法で外来種を駆
除していくかを検討していただき
たい。

自然再生事業等にあわせ外来種の防除方
法や検討委員会の設置などについても、検討
していきます。

なお、ご意見をふまえ、P3-1河川の整備の
実施に関する事項に「加えて、必要に応じ学識
者の知見を踏まえるとともに、地域住民や関係
機関と情報の共有を図りつつ実施する。」と河
川整備計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章第1節第3項
1 河川環境の整
備と保全
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

長良川は数年前から白い玉石
の河原がなくなりつつあり、また
外来種のシナダレスズメガヤの
群生が広がってきました。

これらについて元の白い川原に
戻すためにも、今の外来種対策
をきちんとやっていただきたい。

河川環境の整備と保全については、良好な
自然環境の保全を図りつつ、失われるなどし
た環境の再生に努めることとしており、外来種
対策については、防除の方法などについても
今後検討していき、適切に対処していきたいと
考えています。

第3章第1節第3項
1 河川環境の整
備と保全

環境の整備メニューに、長良川
の外来種対策が入っていない。
長良川に外来種がいないわけで
はないので、もう少し整備計画の
中で検討をお願いしたい。

河川環境の整備と保全については、環境の
変化に応じて対応していくこととなり、木曽川の
施工の場所に記載している「外来生物対策」
は、現時点で確認されている対策の優先度が
高い場所となっています。

長良川においても、環境の変化を捉え、外来
種対策も含め、適切に対処していきたいと考え
ています。

第3章第1節第3項
1 河川環境の整
備と保全

現在の導水路事業は、ルートに
非常に問題があるのではないか
とおもっており、長良川への直接
放水の見直しや既存の施設を
大限活用できるルートとするな
ど、我々一般住民がみても、理解
できる事業にしてほしい。

総合点な観点から、現在のルートを設定して
おり、引き続き、環境調査なども含め、詳細な
調査・検討を進めてまいりたいと考えていま
す。

第3章第1節第2項
3 渇水及び異常
渇水対策

河道掘削では工事により生物
はほぼ激減するが、長期でみれ
ば復元する。工事にあたり、
フィールド調査を１～２年でなく長
年しっかり実施して欲しい。

P3-1 河川の整備の実施に関する事項に
「・・・緊急性に配慮しながら、費用と河川整備
により得られる効果・影響を考慮して計画的に
河川整備を進めるとともに、調査・計画・施工・
維持管理を一連のシステムとして捉え、モニタ
リング、評価を行い、必要に応じて計画、施
工、維持管理にフィードバックする。」と記載し
ており、河川工事による周辺への影響等を踏
まえ、必要に応じて調査を実施していきます。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

公聴会
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本計画の流水管理計画・水利
用については、既存の農業水利
権の見直し、水需要が不十分な
上で策定されたものであり、反対
するものです。

水利権許認可については、これまでも適性に
審査を行ってきたところですが、引き続き、河
川水の適正な利用を図るため、許可水利権に
ついては、水利権の更新時に行う水利審査に
おいて、受益面積や営農形態等の変化を踏ま
えて、水利権の見直しを行い、合理化を進めて
行きます。

第3章第1節第2項1
（3） 適正な水利
権許認可

既存のかんがい用水量が減ら
ない理由として、地下水涵養量
の増大、配水管理用水量の増大
等が挙げられているが、かんが
い揚水量を決定する主な要因で
ある純用水量(面積に起因)は大
きく減少しており、先の要因を挙
げて減少しないと説明することは
不十分であります。

農業用水の水利審査においては、受益面積
等も考慮して適正に審査しています。引き続
き、受益面積や営農形態等の変化を踏まえ
て、水利権の見直しを行い、合理化を進めて
行きます。

第3章第1節第2項1
（3） 適正な水利
権許認可

昭和61年の渇水で、三浦や朝
日ダムからの応援補給による減
電補償を払うということで水利調
整が行われて渇水を逃れたこと
から、既存の施設を有効利用す
れば、新しい施設はつくらなくても
いいのではないかと感じている。
したがって、水利用調整などのソ
フト対策を検討せずに、ハード対
策だけで特化する計画に非常に
問題があると感じる。

平成17年の渇水では、取水制限の強化と併
せダム等の総合運用等によりダムの枯渇を防
ぎ、深刻な渇水被害を回避するなど、ハード対
策のみならず、ソフト対策についても実施して
います。

河川整備計画（案）においても、木曽川水系
連絡道水路の整備だけでなく、渇水時及び異
常渇水時の対応として、利水者相互間の水融
通の円滑化や、ダムの枯渇を防ぐためのダム
等の総合運用等実施する旨のソフト対策につ
いても記述しており、ハード・ソフト対策が一体
となった渇水及び異常渇水対策としています。

第3章第2節第2項1
（2） 渇水時及び
異常渇水時の対応

流域委員会が、水利用実態を
十分に議論するような委員会に
なっておらず、委員の資質につい
て非常に問題がある。

水利使用実態及びふれあい懇談会で頂いた
ご意見を踏まえ、流域委員会において議論し
て頂いています。

－

飛騨川と木曽川の河川開発が
非常に発電専用につくられてい
るという大きな問題点をある程度
改善しようとするのが、新丸山ダ
ムです。一日も早い完成が沿川
住民の悲願であります。

新丸山ダムの建設については、河川整備計
画（案）おいて、「洪水、高潮等による災害の防
止又は軽減に関する事項」、「河川水の適正な
利用及び流水の正常な機能の維持に関する
事項」に位置づけています。新丸山ダムについ
ては、早期完成に向け着実に事業を推進して
いきます。

第3章第1節第1項1
（3） 洪水調節機
能の強化
第3章第1節第2項2
（1） 河川環境の
改善

木曽川水系の河川管理は国が
一括して一貫した新しい考えで方
で行われるので、河川管理が分
断されることがあってはならな
い。

木曽川水系では、整備の長期的な方針とし
て、水系一環で「木曽川水系基本方針」を策定
しており、今後も関係自治体等と連携しなが
ら、水系一環の管理に努めていきます。

－
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受益面積の減少に伴って、水
利権を減らすべきとの声もありま
すが、末端水路の60％が開水路
で、地形的に高い圃場があれば
その圃場まで送水するためには
今までと同じ量の水が必要です。

許可水利権については、使用水量の実態や
受益面積、営農形態等の変化を踏まえて、水
利権の見直しを適正に行うこととしています。

第3章第1節第2項1
（3） 適正な水利
権許認可

農業用水の保全と取水の安定
化になお一層配慮いただくととも
に、木曽川連絡導水路事業の推
進など、渇水に強い木曽川を実
現するべきである。

水利権の適正な見直しを行うとともに、渇水時
及び異常渇水時を含め、流況の改善のため木
曽川水系連絡導水路の整備を進めていきま
す。

第3章第1節第2項1
（3） 適正な水利
権許認可

今後、刻々と変化する地球環境
や社会構造、地球温暖化、人口
問題等の変化に応じて、基本計
画にとらわれず柔軟に対応させ
ることが重要であり、それには詳
細な整備行程表も必要です。ま
た、今回未計画の整備区間や、
整備計画の詳細メニューについ
ての継続計画も要望します。

河川整備計画（案）は、法令等により、計画
対象期間中における工事の目的、種類及び施
行の場所等について定めることとされており、
整備スケジュールについては、今後、具体的な
事業計画を検討していくなかで対応していきま
す。

また、河川整備計画（案）は現時点の流域に
おける社会経済状況等を前提として策定した
もので、策定後の状況の変化等に応じ、適宜
見直しを行うこととしています。

第2章第2節 整備
計画対象期間

潤いと安らぎを与える川、魚の
いる川、安らぎのある空間と景観
維持による人と川とのふれあい
の増進をしっかりと推進していた
だきたい。

木曽三川を特徴付ける歴史的、自然的、文
化的な河川景観や親水空間としての良好な水
辺環境の保全・整備を図ります。

第3章第1節第3項
2 川と人とのふれ
あい増進

的確な事後評価の結果や変更
内容等を、常に情報公開され、
又、住民への情報の普及方法に
ついても充分に検討されるべき。

本計画に基づく事業の実施状況等ついて
は、広報誌やホームページ等への掲載を通じ
て地域住民の皆様に周知するよう努めるととも
に、情報の普及方法については、引き続き検
討していきたいと考えています。

－

この大計画の結果が、地域の
安全で安心な社会と環境の整備
維持として、住民の目に見え、肌
で感じる整備であることを願い、
又定期的な「懇談会」の開催を強
く希望します。

ご意見をふまえ、P3-1河川の整備の実施に
関する事項に「加えて、必要に応じ学識者の知
見を踏まえるとともに、地域住民や関係機関と
情報の共有を図りつつ実施する。」と河川整備
計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

現在野球で使用しているグラウ
ンドが、隣接するピクニック広場
拡張工事により使用できなくなる
ことについて、その工事の着工延
期を要望するとともに、具体的計
画、詳細を開示していただいた上
で、話し合う場が必要であると考
える。

ピクニック広場拡張は、空き地
までとしていただき、河川敷グラ
ンドは今までどおり使用させてほ
しい。

国営公園整備の範囲については、従前から
計画等を稲沢市（旧祖父江町）に説明し、調整
等してきています。引き続き、占用者の稲沢市
を通じて、利用者と今後のグラウンドの使用等
について調整等をしていきます。ご理解ご協力
をお願いします。

－
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平成９年、河川法で治水、利水
に環境が加えられましたが、位置
づけとしては３本の柱ではなく、
私たち生物の母体である自然環
境のもと、礎のもとに治水、利水
を考えなければいけない。

治水、利水、環境のそれぞれの目的が調和
しながら達成されるよう、本支川及び上下流バ
ランスを考慮するとともに、風土や景観、親
水、動植物の生息・生育環境に配慮するなど、
総合的な視点で推進することとしてます。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

この半世紀河川にもたらしたさ
まざまな環境負荷については、
高所から純粋に反省する必要が
ある。

頂いたご意見は、今後の河川行政の参考と
させて頂きます。

－

後世に残すべき川づくりは、生
活域の目の前にある川だけでは
なく、山の一雫から海に至る流域
全体を通して考える必要がある。

河川環境の整備と保全に関する目標として、
木曽川水系として、豊かで多様性に富み、潤
いと安らぎのある木曽三川らしい河川環境を
目指していきます。

第2章第3節第3項
河川環境の整備と
保全に関する目標

豊かな川づくりにおける環境課
題協議の進め方として、河川管
理者が主となり、流域全体の中
にかかわりを持つ行政・学識者・
企業・団体・市民・あらゆる人達と
勉強会を立ち上げ、自然再生へ
の考え方の一元化、及び環境意
識の醸成をはかってほしい。

木曽三川を活動や学習の場としている地域
住民や市民団体等関係機関と一体となった取
り組みや連携、協力して支援するなど、勉強会
等の設置についても、今後、検討していきま
す。

なお、ご意見をふまえ、P3-1河川の整備の
実施に関する事項に「加えて、必要に応じ学識
者の知見を踏まえるとともに、地域住民や関係
機関と情報の共有を図りつつ実施する。」と河
川整備計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章第1節第3項2
（3） 地域住民や
NPO等との連携の
推進
第3章第1節第3項3
（3） 地域住民や
NPO等との連携の
推進
第3章 河川の整
備の実施に関する
事項

川づくりの大切な要素となる自
然再生には、流域の動植物の目
線が必要不可欠である。

頂いたご意見は、今後の河川行政の参考と
させて頂きます。

－
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頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

整備計画（原案）は、ふれあい
懇談会で出された多くの意見・要
望が随所に修正されており、大
変高度な計画だとおもいますの
で、全面的に賛同します。

引き続き、計画的に整備を進めていきます。 第2章 河川整備
計画の目標に関す
る事項

今後相当早い速度で温暖化が
進んでくると予想されるため、自
然環境の微妙な変化を掴み、長
期計画の速度もそれに合わせて
逐次変更していく必要がある。

温暖化については、新しい課題として、現状
と課題に記載しています。また、河川整備計画
（案）は現時点の流域における社会経済状況
等を前提として策定したもので、策定後に新た
な知見、技術の進歩等により必要がある場合
は、対象期間内であっても適宜見直しを行うこ
ととしています。

第1章第2節第5項
新しい課題
第2章第2節 整備
計画対象期間

第一に安全な川であるべきな
ので、治水の不安な地域の早期
の解消をお願いしたい。

河川整備計画（案）は、戦後 大洪水と同規
模の洪水が発生しても、安全に流下させること
を目標としています。そのために、河道断面積
が確保されていない場合は、河道掘削や樹木
伐開を実施します。また、必要な堤防の高さ・
断面が不足している箇所や浸透に対する安全
性が低い箇所については、築堤、護岸の整備
や堤防の浸透対策を河川全体のバランスを踏
まえて実施していきます。

第2章第3節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る目標
第3章第1節第1項
洪水、高潮等によ
る災害の発生の防
止又は軽減に関す
る事項

川と人とのふれあいの増進に
努め、自然環境を損なわずに潤
いと安らぎのある三川の整備を
希望する。

ご指摘のとおり、川と人とのふれあいの増進
に努め、自然環境を損なわずに潤いと安らぎ
のある三川の整備を進めていきます。

第3章第1節第3項
2 川と人とのふれ
あいの増進

常に問題意識を持ちつつ長期
計画の推進をお願いしたい。

河川整備計画（案）は現時点の流域における
社会経済状況等を前提として策定したもので、
策定後に新たな知見、技術の進歩等により必
要がある場合は、対象期間内であっても適宜
見直しを行うこととしています。

第2章
第2節 整備計画
対象期間
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※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

多度川、肱江川の堤防の早期
完成を望む。

多度川上流部の樹木伐採、赤
沢川との合流部の浚渫を行うこと
によって、川の流れをよくするこ
と。

多度川・肱江川の整備及び多度川の樹木伐
開については河川整備計画（案）に記載してお
ります。赤沢川との合流部については、河川巡
視や定期的な横断測量の実施により、現地状
況を把握し、必要に応じて対応をしていきま
す。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常
の作用に対する安
全性の強化
第3章第1節第1項1
水位低下

迅速な水位情報の提供をし、安
全・安心の体制を整えて欲しい。

水害による被害軽減のため、地方公共団体
が主体となって実施する水防活動について
は、国土交通省、地方公共団体、水防管理団
体が連携し、出水期前に重要水防箇所の合同
巡視や情報伝達訓練、水防技術講習会、水防
訓練等を実施し、水防上特に注意を要する箇
所の周知や水防技術の習得を図るとともに、
水防活動に関する理解と関心を高め、洪水等
に備えます。

住民への情報伝達は、河川情報システム等
を用いて提供を行うことを考えています。

国土交通省ではリアルタイムの河川情報が
入手できるよう情報提供しています。参考にし
てください。

http://www.bosaijoho.go.jp/radar.html/a_top

第3章第2節第1項9
(2) 水防に関する
連携・支援
第3章第1節第1項4
(2) 被害を 小化
するための取り組
み

樋管ゲートにマイターゲートの
設置を望む。

河川整備計画（案）に記載しておりません
が、事業を行うにあたっては、所要の機能が維
持・発揮できるよう、また施設操作に支障をき
たさないよう、当該樋管(香取北樋管）の老朽
化対策と併せ、逆流防止ゲートについても構
造等検討の上、設置していきます。

第3章第2節第1項
2 樋門・樋管、排
水機場等の維持管
理

効果的な河川工事にするため
には、地域住民との会話が大切
である。

ご意見を踏まえ、P3-1河川の整備の実施に
関する事項に「加えて、必要に応じ学識者の知
見を踏まえるとともに、地域住民や関係機関と
情報の共有を図りつつ実施する。」と河川整備
計画（案）に追記しております。

今後も河川の整備に関して、地域住民の皆
様のご意見をいただく機会を設けていきたいと
考えています。

第3章 河川の整
備の実施に関する
事項
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※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

多度東地区はゼロメートル地帯
で、天井川である肱江川の増水
や堤防強度が心配。

河川整備計画（案）に記載しております。 第3章第1節第1項1
(1) 河道掘削・樹
木伐開
第3章第1節第1項2
堤防強化

肱江川について、中断している
堤防強化工事の早期再開を望
む。

中須橋の早期掛け替えを望
む。

河川整備計画（案）に記載しております。
中須橋の架替については、施設管理者であ

る三重県と連携して架け替える計画としていま
す。早期に実施出来るよう施設管理者と協議・
調整します。ご理解願います。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常
の作用に対する安
全性の強化
第3章第1節第1項
1(2) 横断工作物
の改築
第3章第1節第1項1
水位低下

納得のいく水利権の運営をして
ほしい。

許可水利権については、現状の使用実態、
受益面積、使用量などが権利と比べて適正
か、更新の際など定期的に調査しています。

いただいたご意見を受け止め、適正な水利
用が行われるよう努めていきます。

第3章第1節第2項1
(3) 適正な水利権
許認可

塩分濃度が高くなってきている
ように思うが、原因調査を実施
し、説明願いたい。

また、その対策もお願いした
い。

河口部汽水域は地盤沈下等により、昔より
塩分濃度の高い塩水が上っている可能性はあ
ります。

汽水域のデータを整理し、今後調査・検討し
ていきます。

第3章第1節第3項4
(2) 汽水域、緩流
域の水質保全
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 詳細については、速記録をご確認ください。

公聴会
(桑名会場）

公述人3

田鶴境地域は、西輪中地域よ
り海抜が低いが、排水能力は田
鶴境地域の３．２５ に対し、西
輪中地域の８．２５ は納得でき
ない。

南部排水機場は、計画排水量整備済みで
す。ご理解願います。

なお、河川整備計画（案）では、背後地の状
況変化等により新たに内水対策の必要性が高
まった地区の河川については、内水の発生要
因等について調査検討を行い、関係機関と連
携・調整し、必要に応じて内水対策を実施する
こととしています。

第3章第1節第1項
3 内水対策

長島地域高潮対策について
・長島地域の高潮対策の未完

成部分の早期完成。
・木曽川右岸の高潮対策工事
・白鶏防災拠点の早期完成
・伊勢大橋の早期着工
・長島海岸の耐震対策工事

河川整備計画（案）に記載しております。
なお長島海岸においては、県管理区間であ

るため、三重県に情報提供します。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常の
作用に対する安全
性の強化
第3章第1節第1項1
水位低下
第3章第1節第1項
4(1)①河川防災ス
テーション等の整
備

徳山ダムの導水路分割案につい
て

・十分な環境調査の上、下流域
に影響を及ぼさないように進めて
欲しい。

・長良川河口堰の水利用の取
水方法について

・木曽川成戸地点で毎秒５０ト
ンを確保する木曽三川協議会の
約束が守られていない。

導水路については、生態系を含む十分な環
境調査を実施し、導水先の河川環境との関係
に配慮していきます。

なお、長良川河口堰で開発された水を通常
取水する場合には「河口堰直上流から」との方
針に変わりはありません。

現在、利水運用に適用している取水及び貯
留制限流量は維持するとともに、確保につい
ては異常渇水時においても40m3/sを確保する
とともに、今後とも水利用の合理化を促進して
いきますので、ご理解願います。

第3章第1節第2項
2(1)
② 木曽川水系連
絡導水路の建設
第3章第1節第2項1
(2) 取水及び貯留
制限流量の維持

赤潮対策等のため、水質浄化
等による対策をお願いしたい。

伊勢湾流域の関係省庁の出先機関及び県・
市等関係地方公共団体は、「伊勢湾再生推進
会議」〔平成18年(2006)2月2日設立〕を設け
て、協働・連携して伊勢湾の環境改善に向け
て取り組みを始め、平成19年(2007)3月23日
に、「伊勢湾再生行動計画」を策定しました。

この「伊勢湾再生行動計画」に基づき、伊勢
湾流域関係機関と協働・連携して、伊勢湾の
再生に必要な環境改善に努めていきます。

木曽川・揖斐川汽水域での流量の減少時に
は溶存酸素濃度の低下や赤潮の発生がみら
れるため、潮汐、流量、水温、日照等の諸条件
と水環境の関係について調査・研究を進めて
いきます。

長良川河口堰の湛水区域についても、実態
を把握するためのモニタリングやDO対策船に
よる深掘れ箇所の溶存酸素濃度の回復対策
などに加え、水質の予測・改善のための新しい
技術対応に向けた調査・研究を進めていきま
す。

第3章第1節第3項
4 水質の改善

公聴会
(桑名会場）

公述人4

- 51 -

第11回木曽川水系
   流域委員会 資料-2-3



 

ご意見を
頂いた方法

頂いたご意見 頂いたご意見に対する考え方 記載箇所

住民の皆様から河川整備計画(原案)に対して頂いたご意見
※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

東海地震・東南海地震の対策
が求められている。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のあった東海・東南海地震について

は、河川整備計画（案）に記載しております。な
お、現在の対応状況につきましては、兵庫県
南部地震と同規模の地震に耐えられる整備が
完了しており、引き続き揺れが大きく継続時間
が長い地震についての対応策を検討していき
ます。

第3章第1節第1項2
(3) 地震対策の推
進

想定以上の雨量、洪水に対す
る対策についても検討して欲し
い。

計画規模を上回る洪水等が発生した場合の
被害を軽減するため、防災関係施設の整備な
どハード対策とハザードマップの作成支援など
ソフト対策とが一体となった総合的な被害軽減
対策を関係機関等と連携しながら推進します。

第3章第1節第1項4
(2) 被害を 小化
するための取り組
み

想定以上の渇水に対する対策
についても検討して欲しい。

新丸山ダム及び木曽川水系連絡導水路の
早期完成に向けて事業を推進すると共に、既
存の水資源開発施設や木曽川水系連絡導水
路等を 大限に活用するため、水系全体の総
合運用を関係機関と調整し、その実施に努め
ます。

第3章第1節第2項
3 渇水及び異常
渇水対策

導水路計画は下流部への影響
（貝あるいはノリの養殖）を想定し
て進めていくべきである。

木曽川水系連絡導水路については、生態系
を含む十分な環境調査を実施し、導水先の河
川環境との関係に配慮していきます。

第3章第1節第2項
2(1)② 木曽川水
系連絡導水路の建
設

小さな島の輪中の中へ多くの観
光客が訪れるこの下流域におい
て、洪水・地震が起きた場合、ど
う救援対策を講じるのか。

計画規模を上回る洪水や高潮が発生した場
合の被害を軽減するため、既存施設を活用し
ながら、ソフト・ハード一体となった総合的な被
害軽減対策を自助・共助・公助の精神のもと関
係機関や地域住民等と連携して推進します。

加えて克災の理念のもと、迅速な復旧までを
想定した危機管理対策を推進します。

観光客の出入りする輪中地帯における救援
対策についても今後検討が必要であると考え
ています。

第3章第1節第1項
4 危機管理対策

素晴らしい景観をもった下流域
において、治水対策とあわせて
環境の整備も大切である。

河川整備計画（案）では、多自然川づくりに取
り組むものとし、良好な自然環境の保全に努
め、河川環境に影響を与える場合には、施工
形状、工法の工夫や代償措置等により、影響
の低減を図ることとしています。

第2章第3節 河川
整備計画の目標
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※公聴会で頂いたご意見については、発言の概要を記載しております。

 詳細については、速記録をご確認ください。

堤防占用料について、合併後
料金引き上げに問題あり。

河川の占用については、国土交通省で許可
していますが、占用料の取り扱いは県が行っ
ています。

頂いたご意見は、県に情報提供します。詳し
い話は三重県桑名建設事務所にご確認下さ
い。

－

水利権について、揖斐川用水を
利用している下流域住民に対す
る配慮をした後において木曽川
の取水をすべき。

揖斐川の河川流況に十分配慮していきま
す。

－

多度・肱江川の早期整備、両河
川河口より上流の揖斐川右岸の
改修を求める。

河川整備計画（案）に記載しております。 第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常の
作用に対する安全
性の強化
第3章第1節第1項1
水位低下

肱江川の改修（中須地域）と同
時に中須橋の架け替えの早期実
現を求める。

河川整備計画（案）に記載しております。
中須橋の架替については、施設管理者であ

る三重県と連携して架け替える計画としていま
す。早期に実施出来るよう施設管理者と協議・
調整します。ご理解願います。

第3章第1節第1項
2(1) 洪水の通常
の作用に対する安
全性の強化
第3章第1節第1項
1(2) 横断工作物
の改築
第3章第1節第1項1
水位低下

公聴会
(桑名会場）
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